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男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ  

 

急速なデジタル化やグローバル化の進展などにより、人々の価値観や社会
構造が大きく変化する現在においては、同質な構成員だけでなく、男女を含
めて様々な生き方、価値観を持つ多様な人が一緒に協力的に働くことが社会
の発展につながります。  

男女平等参画社会を実現していくためには、「男性が働き、女性は家庭」
「仕事かプライベートか」という固定観念を打破し、あらゆる分野において
性別に左右されず活躍できるという意識を社会全体に根付かせることが重
要です。 

具体的には、長時間労働や固定的性別役割分担意識を前提に形成された働
く場における意識を変革することや、男性が家事・育児に当然に参画するこ
と等、社会全体のマインドチェンジを図り、行動変容へつなげていくことが
求められます。 

さらに、男女が共に個人として尊重され、その個性や能力を発揮するため
には、固定的な性別役割分担意識を払しょくする必要があり、学校・家庭・
地域・職場における教育・学習の果たす役割は大変重要です。多様な学習の
機会を提供するなど社会全体で取り組む必要があります。  

また、男女平等参画社会の実現に向けては、働く場だけでなく、あらゆる
分野において女性の参画を拡大することが必要であり、女性を始め様々な人
がその感性や発想を活かす場が広がることで多様性のある社会の実現につ
ながります。 
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番号 項目 概  要 団体名 

114 性教育等 （１）出前授業
学校での「命の大切さ」「性感染症予防」の授業や、企業
等での「職場における女性保護」に関する普及事業等に直
接出向き協力します。
（２）都民健康講座
 健康に関する講座を開催します。

看護協会

115 性教育等 性教育において、男女の相違や双方を尊重することの大切
さを理解させます。

私立初等学
校協会
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第 2 章 男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ 
 

１ 生活と仕事における意識改革 
 

（１）「働く」の意識改革 
■  現状・課題 

〇 ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進に向け、企業も多様な
働き方の推進や両立支援制度の導入を進め、保育の受け皿整備が進むなど
官民が積極的に取り組んでいます。さらに、コロナ禍においてはテレワー
クの普及が急速に進むなど、働く場における環境整備は急速に進んでいま
す。 

〇 一方で、都内事業所で働く従業員は、テレワークやフレックスタイムの
導入など、多様な働き方を実現するための課題として、「風土の醸成」「経
営者の理解が進まないこと」「管理職の理解が進まないこと」など、多様な
働き方の選択を躊躇するような意識面の課題をあげています(図Ⅱ-1)。 

〇 このような状況から、ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進
に向けて、多様な働き方や両立支援制度といった「仕組み」を作るだけで
は不十分であり、「仕組み」を作る企業と「仕組み」を使う社員の双方が意
識を改革していくことが必要となります。  

〇 職場の風土は経営者の意識が大きく影響します。雇用環境の整備が進ん
でも「遅くまで残っている方が貢献度が高い」、「休みを取りづらい」とい
った雰囲気がある職場では、多様な働き方や両立支援制度は活用されにく
くなります。企業のトップは率先して制度を利用するなど、社員が制度を
利用しやすくなるような職場風土づくりを進めることが重要です。  

〇 管理職の意識改革も重要です。管理職の意識は個別の職場単位で見ると、
経営者の意識以上に職場風土に影響を与えることも考えられます。年次有
給休暇取得推進のために必要な取組について都内事業所で働く従業員にた
ずねたところ、「管理職が積極的に休暇を取得する」が女性は 53.8％で最
も多く、男性は 48.4％で２番目に上位となっています。管理職の意識改革
に向けた取組が必要です(図Ⅱ-2)。 

〇 さらに、人事制度の面からは、労働生産性を重視する評価制度の導入や、
性別にとらわれない役割への配置をしていくことなど、制度を変えること
により社内の意識改革を促す効果が期待できます。また、社員のニーズを
踏まえた使いやすい制度設計とその周知を適切に図ることも重要です。  

第２章　男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ
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〇 一方で、男女格差是正に向けて、管理職、役員といった指導的地位の女
性を増やしていくために、女性自身も、固定的性別役割分担意識にとらわ
れないよう、働く場における意識を変革していく必要があります。ロール
モデルが少なく、キャリアを考える機会が少ない女性に向け、ロールモデ
ルの紹介や女性管理職の交流の機会創出などにより、女性が生涯を通じた
キャリアプランを描く機会を積極的に提供することが必要です。あわせて
マネジメント層の意識改革により女性のキャリアを後押しする職場風土を
醸成することも重要です。 

〇 東京には全国に支社を持つ大企業が集積しており、こうした大企業の意
思決定に女性の意見が反映されることで、多くの人の意識が変わる波及効
果が期待されます。組織の中で少数派の意見が意思決定に影響を与えるに
は、クリティカルマスと言われる 30％以上の比率となることが重要です。
このため、実質的に経営に参画する女性役員の比率 30％を目指すことが求
められます。 

 

(図Ⅱ-1)多様な働き方を実現する上での課題(都内事業所)(複数回答) 

 
※都内全域(島しょを除く)の従業員規模 30 人以上の事業所で 13 業種、2,500 社 

資料:東京都産業労働局「令和２年度男女雇用平等参画状況調査」 
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制度利用者と非利用者
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代替要員が配置されないこと

勤務時間や勤務地の多様化
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取組のためのノウハウ不足

取組のための費用負担

経営者の理解が進まないこと

管理職の理解が進まないこと

売上減少等、経営への影響

特に課題はない

その他

無回答

男性（n=655) 女性(n=689)
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１ 生活と仕事における意識改革 
 

（１）「働く」の意識改革 
■  現状・課題 

〇 ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進に向け、企業も多様な
働き方の推進や両立支援制度の導入を進め、保育の受け皿整備が進むなど
官民が積極的に取り組んでいます。さらに、コロナ禍においてはテレワー
クの普及が急速に進むなど、働く場における環境整備は急速に進んでいま
す。 

〇 一方で、都内事業所で働く従業員は、テレワークやフレックスタイムの
導入など、多様な働き方を実現するための課題として、「風土の醸成」「経
営者の理解が進まないこと」「管理職の理解が進まないこと」など、多様な
働き方の選択を躊躇するような意識面の課題をあげています(図Ⅱ-1)。 

〇 このような状況から、ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進
に向けて、多様な働き方や両立支援制度といった「仕組み」を作るだけで
は不十分であり、「仕組み」を作る企業と「仕組み」を使う社員の双方が意
識を改革していくことが必要となります。  

〇 職場の風土は経営者の意識が大きく影響します。雇用環境の整備が進ん
でも「遅くまで残っている方が貢献度が高い」、「休みを取りづらい」とい
った雰囲気がある職場では、多様な働き方や両立支援制度は活用されにく
くなります。企業のトップは率先して制度を利用するなど、社員が制度を
利用しやすくなるような職場風土づくりを進めることが重要です。  

〇 管理職の意識改革も重要です。管理職の意識は個別の職場単位で見ると、
経営者の意識以上に職場風土に影響を与えることも考えられます。年次有
給休暇取得推進のために必要な取組について都内事業所で働く従業員にた
ずねたところ、「管理職が積極的に休暇を取得する」が女性は 53.8％で最
も多く、男性は 48.4％で２番目に上位となっています。管理職の意識改革
に向けた取組が必要です(図Ⅱ-2)。 

〇 さらに、人事制度の面からは、労働生産性を重視する評価制度の導入や、
性別にとらわれない役割への配置をしていくことなど、制度を変えること
により社内の意識改革を促す効果が期待できます。また、社員のニーズを
踏まえた使いやすい制度設計とその周知を適切に図ることも重要です。  
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（図Ⅱ-2）年次有給休暇取得促進のための必要な取組（複数回答） 

 
資料:東京都産業労働局「令和２年度男女雇用平等参画状況調査」 

 

■ 取組の方向性 

〇 これまでの男性正社員を前提とした⾧時間労働の是正を社会全体で進め、
ライフスタイルに合わせて、多様で柔軟な働き方を選択できる社会に向け
意識改革を進めていきます。 

〇 効率的で柔軟な働き方の意義や女性が活躍できる組織の重要性を広く啓
発し、企業経営者等の意識改革を進めていきます。 

〇 働く女性がキャリアについての意識を持ち続けられるよう、女性はもと
より男性の意識改革を推進する取組を進めます。特にマネジメント層に向
けた取組を推進します。 
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53.8 

53.8 

49.8 

48.0 

47.9 

32.7 

39.0 

28.2 

25.3 

22.2 

14.5 

9.0 

1.9 

0.1 

0 10 20 30 40 50 60

業務内容の見直しや従業員間の業務量の平準化

管理職が積極的に休暇を取得する

休暇取得を想定した人員配置

休暇取得状況の管理の徹底

半日や時間単位の有給休暇の導入

経営トップによるメッセージの発信

チーム内で仕事の進行状況等の状況を共有する

年次有給休暇の取得計画を策定

部下の休暇取得状況が評価される管理職人事制度の導入

年次有給休暇促進月間等の設定

年次有給休暇の計画的付与制度の導入

社内研修の実施などの啓発や声掛けの実施

その他

無回答

男性（n=655) 女性(n=689)
(%)
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■ 都の施策 

ア 働く場の意識改革 

〇 企業団体等と連携するなどにより、大企業で実質的に経営に参画する女
性役員の比率 30％を目指す社会全体のムーブメントを巻き起こす取組を
進めます。 

〇 ⾧時間労働の是正に向け、働き方改革関連法の遵守とともに、柔軟な働
き方を可能とする仕組み・制度を従業員が使いやすくなるような意識啓発
を進める取組を実施します。 

〇 柔軟で効率的な働き方や女性の積極的な登用を進める都内企業等の先進
的な取組を発信していきます。 

〇 性別職務分離是正に向け企業経営者等の啓発に取り組みます。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

153 
☆ 

経済団体等との
連携による女性
活躍の推進 

関係団体と連携し、大企業の女性役員比率３０％
を目指すムーブメントの醸成に向けた取組を行います。 

生活文化スポ
ーツ局 

154 
☆ 

ライフ・ワーク・バ
ランス推進事業 

ライフ・ワーク・バランスの実現をより一層効果的に促進
するため、従業員が生活と仕事を両立し、いきいきと働
ける職場の実現に向け優れた取組を実施している中
小企業を、「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」とし
て認定し、ロールモデルとして広く公表するとともに、認
定企業も含む先進企業の取組内容や効果的な支援
ツール等について、具体的かつ実践的な事例を展示・
紹介する総合展を開催します。（再掲） 

産業労働局 

155 
☆ 

家庭と仕事の両
立 支 援 推 進 事
業 

家庭と仕事の両立推進に向けて、育児・介護など家
庭と仕事の両立支援策を実践している企業に対し「両
立支援推進企業マーク」を付与し、専用 HP で発信し
ます。また、同 HP では、法定以上の両立支援策等を
実践している企業を広く紹介するとともに、両立支援に
向けた総合的な情報提供を行います。合わせて、介
護と仕事の両立について、シンポジウムの開催による意
識啓発を行います。（再掲） 

産業労働局 

 

（図Ⅱ-2）年次有給休暇取得促進のための必要な取組（複数回答） 

 
資料:東京都産業労働局「令和２年度男女雇用平等参画状況調査」 

 

■ 取組の方向性 

〇 これまでの男性正社員を前提とした⾧時間労働の是正を社会全体で進め、
ライフスタイルに合わせて、多様で柔軟な働き方を選択できる社会に向け
意識改革を進めていきます。 

〇 効率的で柔軟な働き方の意義や女性が活躍できる組織の重要性を広く啓
発し、企業経営者等の意識改革を進めていきます。 

〇 働く女性がキャリアについての意識を持ち続けられるよう、女性はもと
より男性の意識改革を推進する取組を進めます。特にマネジメント層に向
けた取組を推進します。 
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社内研修の実施などの啓発や声掛けの実施

その他

無回答

男性（n=655) 女性(n=689)
(%)
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番号 事業名 事業概要 所管局 

156 働く女性 への支
援 

ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進に向け
て、男女ともに固定的な性別役割分担意識や性差に
よる偏見・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイア
ス）にとらわれないための意識変革や働く女性の悩み
や不安を解消するセミナー等を実施します。 

生活文化スポ
ーツ局 

157 
☆ 

男性の家事・育
児参画に向けた
マインドチェンジプ
ロジェクト 

子育て中の夫婦、企業経営者・マネジメント層、若者
から親世代まであらゆる都民を対象に、Web サイト
「TEAM 家事・育児」をはじめ、多様な媒体を活用し、
普及啓発のメッセージを発信。男性の家事・育児参画
に向け社会全体のマインドチェンジを促します。(再掲) 

生活文化スポ
ーツ局 

158 
☆ 

男性の家事・育
児 参 画 状 況 実
態調査 

男性の家事・育児参画の実態を把握し、今後の施策の参
考とするため、男性の家事・育児参画の実態調査を実施し
ます。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

159 女 性 の 活 躍 推
進 シ ン ポ ジ ウ ム
等 

知事自らが発信する場としてのシンポジウム等を開催
し、女性 の活 躍 推進の普 及啓発 を進めます。（再
掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

160 東 京 都 女 性 活
躍 推 進 大 賞 の
贈呈 

女性活躍の推進に向け先進的な取組を進める企業
や団体、個人を表彰し、その取組内容を広く普及させ
ていきます。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

 

イ キャリア形成意識の醸成 

〇 働く人が自身の働き方を主体的に考え見直すための啓発活動を行います。 

〇 女性が⾧期的にキャリアを描くことができるように企業や女性従業員等
に対する普及啓発や情報提供等による意識改革に取り組みます。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

161 
☆ 

民 間 企 業 と 連
携 した交 流 イベ
ントの開催(キャ
リ ア・メ ン ター 制
度の拡充) 

キャリア・メンター制度は職員のキャリア形成支援及び
今後の昇任に向けた職員個別の不安払拭を図ること
を目的としており、各局の管理職等から選任されたキャ
リア・メンターが、職員（メンティー）からの相談に対応
します。 
こうした個別相談等に加えて、女性活躍推進に積極
的に取り組む民間企業と連携した交流イベントの開催
等、新規利用者の開拓及び利用満足度の向上に向
けた取組を展開します。(再掲) 

総務局 

− 109 −

女性活躍推進計画第２部

第
２
章

男
女
平
等
参
画
の
推
進
に
向
け
た
マ
イ
ン
ド
チ
ェ
ン
ジ



109 

番号 事業名 事業概要 所管局 

162 講義用教材の
普及によるキャリ
アデザイン意識
の醸成

大学等における講義での活用を前提にした教材「キャ
リアデザインコンテンツ」の普及により、就職前後の若者
のキャリアデザイン意識醸成を図ります。

生活文化スポ
ーツ局

163
☆

キャリアデザイン
のための e ラーニ
ングコンテンツ提
供

スマートフォンやタブレット等で気軽に楽しみながらキャリ
アデザインについて知るサイト「ＷＩＬＬキャリッジ」を通
じて、高校生や大学生等がキャリアデザインについて考
えるきっかけとなる情報を発信します。

生活文化スポ
ーツ局

164 ＴＯＫＹＯライ
フ・ワーク・バラン
スの運営

都、国、区市町村、民間団体の支援情報等、ライフ・
ワーク・バランスに関する情報を総合的にわかりやすく紹
介します。

生活文化スポ
ーツ局

165 子供が生まれる
前の夫婦に向け
たライフ・ワーク・
バランスの普及
啓発

子供が生まれる前からライフ・ワーク・バランスの意義を
認識し、暮らし方や働き方を夫婦ともに考えるための啓
発冊子の作成、配布による普及啓発を推進します。
（再掲）

生活文化スポ
ーツ局

166
☆

女性従業員の
キャリアアップ応
援事業

企業における女性の活躍、女性リーダーの創出を一層
促進していくため、女性活躍推進法に基づく一般事業
主行動計画の策定支援、女性従業員のスキル取得
支援及びキャリアアップに向けた意識づけ、会社全体の
意識改革などを目的としたセミナー・研修・講座などを
実施します。（再掲）

産業労働局

 

＜講義用教材の普及によるキャリアデザイン意識の醸成（キャリアデザインコンテンツイメージ）＞  

 

＜「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バランス」Web サイトイメージ＞ 

 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 所管局 

156 働く女 性 への支
援 

ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進に向け
て、男女ともに固定的な性別役割分担意識や性差に
よる偏見・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイア
ス）にとらわれないための意識変革や働く女性の悩み
や不安を解消するセミナー等を実施します。 

生活文化スポ
ーツ局 

157 
☆ 

男性の家事・育
児参画に向けた
マインドチェンジプ
ロジェクト 

子育て中の夫婦、企業経営者・マネジメント層、若者
から親世代まであらゆる都民を対象に、Web サイト
「TEAM 家事・育児」をはじめ、多様な媒体を活用し、
普及啓発のメッセージを発信。男性の家事・育児参画
に向け社会全体のマインドチェンジを促します。(再掲) 

生活文化スポ
ーツ局 

158 
☆ 

男性の家事・育
児 参 画 状 況 実
態調査 

男性の家事・育児参画の実態を把握し、今後の施策の参
考とするため、男性の家事・育児参画の実態調査を実施し
ます。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

159 女 性 の 活 躍 推
進 シ ン ポ ジ ウ ム
等 

知事自らが発信する場としてのシンポジウム等を開催
し、女性 の活 躍 推進の普 及啓発 を進めます。（再
掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

160 東 京 都 女 性 活
躍 推 進 大 賞 の
贈呈 

女性活躍の推進に向け先進的な取組を進める企業
や団体、個人を表彰し、その取組内容を広く普及させ
ていきます。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

 

イ キャリア形成意識の醸成 

〇 働く人が自身の働き方を主体的に考え見直すための啓発活動を行います。 

〇 女性が⾧期的にキャリアを描くことができるように企業や女性従業員等
に対する普及啓発や情報提供等による意識改革に取り組みます。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

161 
☆ 

民 間 企 業 と 連
携 した交 流 イベ
ントの開催(キャ
リ ア・メ ン ター 制
度の拡充) 

キャリア・メンター制度は職員のキャリア形成支援及び
今後の昇任に向けた職員個別の不安払拭を図ること
を目的としており、各局の管理職等から選任されたキャ
リア・メンターが、職員（メンティー）からの相談に対応
します。 
こうした個別相談等に加えて、女性活躍推進に積極
的に取り組む民間企業と連携した交流イベントの開催
等、新規利用者の開拓及び利用満足度の向上に向
けた取組を展開します。(再掲) 

総務局 
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■  都民・事業者の取組 

ア 働く場の意識改革とキャリア形成意識の醸成  

〇 経営者は、経営戦略の視点からも、過度な長時間労働の改善を含め、「働
き方の見直し」を進めるとともに、女性の能力を引き出すためキャリア形
成意識を促すような取組を実施します。 

〇 管理職は、ライフ・ワーク・バランスの実現に自ら率先して取り組むな
ど、性別問わず活躍できる職場づくりに向け、意識的に取り組みます。 

〇 人事担当者は、固定的な性別役割分担意識に捉われない、人事制度を設
け、公平な人員配置を行うことで社内の意識改革を促す取組を行います。 

〇 企業の規模を問わず、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法の理解を深
め、働く場における男女平等参画・女性活躍推進に向けた意識醸成を図る
取組を行います。 

〇 大企業において、実質的に経営に参画する女性役員の比率向上に取り組
みます。 

番号 項目 概  要 団体名 

116
☆

働く場における男
女平等参画の促
進

働き方の変化に伴う新たな「働きがい」を高める人事制度
のあり方について会合で検討します。

経営者協会 

117 働く場における男
女平等参画の促
進

企業内で可能な行動
経営者自身が考え、経営者自身で行動できる当団体の
特性を活用して、各企業に対して、子供を育てながら仕事
が継続できるように様々な提案をしていきます。

青年会議所 

118 研修・セミナー等
の開催

女性・若者・高齢者・育児や介護をかかえる人など働く意
欲のある全ての人が活躍する労働環境整備に向け、利用
可能な助成金制度等の支援策をセミナーや広報ツールを
通じて周知・利用促進を図るほか、好事例や生産性向上
の取組事例等の周知、導入促進のためのセミナー等を行
います。(再掲)

商工会議所

119 研修・セミナー等
の開催

経営者と人事総務担当者等を対象として、雇用環境整
備により多様な働き方を実現した企業の経営者の報告会
を実施します。(再掲)

中小企業家
同友会

120 研修・セミナー等
の開催

「時間管理」「コミュニケーション」などワーク・ライフ・バランス
実現のために有用な具体的なスキルを学ぶ勉強会を定期
的に開催します。(再掲)

中小企業家
同友会
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番号 項目 概  要 団体名 

121 研修・セミナー等
の開催

学校管理者や人事労務担当者を対象に就業規則・労働
契約・人事問題について、男女平等参画の視点を踏まえ
て、その対応と解決のための研修を実施します。(再掲)

専修学校各
種学校協会

122 研修・セミナー等
の開催

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について理解
を深めるための学習会を開催します。(再掲)

連合東京

123
☆

研修・セミナー等
の開催

2022 春季生活闘争セミナーにおいて、労働法制の動きと
労使の課題について学び、交渉のポイントについて理解促
進を図ります。

連合東京

124 研修・セミナー等
の開催

学習会の開催
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を中心に学
習し、地域活動としてどう取り組んでいくべきかについて検討
するための学習会を開催し、参加団体の地域活動での取
組を推進します。

地域婦人団
体連盟

125 研修・セミナー等
の開催

「男女平等参画・人事諸制度担当者連絡会」を通じて、
誰もが働きやすい職場づくり、女性職員のスキルアップ、職
員への登用制度の状況、育児・介護休業制度の整備状
況や取得状況、テレワーク導入による諸制度の見直しとい
った項目に関して情報交換、先進事例の交流を図り、それ
ぞれの課題への対策を進めます。また、生協職員を対象と
した学習会を企画します。(再掲)

生協連合会

126
☆

好事例の共有 会の理念である「人を生かす経営」の実践として、多様な人
材を活かす経営、介護や育児など従業員の様々な事情に
配慮した労務管理などの好事例を会内で共有・学ぶことに
より、各会員企業の取組の契機とします。(再掲)

中小企業家
同友会

127 好事例の共有 シンポジウム等の開催を通じ、加盟大学における積極的改
善措置（ポジティブ・アクション）に係る事例報告を通じた
情報の共有を行います。(再掲)

私大連盟

128 好事例の共有 私立大学における組織運営・経営面での活性化、構成員
の意識改革、制度改革の格段の進展を企図して、シンポ
ジウム等の開催を通じ、男女共同参画を推進するための
指針（規則・規程）等の制定、組織や委員会等の設置
の必要性の啓発を行います。(再掲)

私大連盟

110 

■  都民・事業者の取組 

ア 働く場の意識改革とキャリア形成意識の醸成  

〇 経営者は、経営戦略の視点からも、過度な長時間労働の改善を含め、「働
き方の見直し」を進めるとともに、女性の能力を引き出すためキャリア形
成意識を促すような取組を実施します。 

〇 管理職は、ライフ・ワーク・バランスの実現に自ら率先して取り組むな
ど、性別問わず活躍できる職場づくりに向け、意識的に取り組みます。 

〇 人事担当者は、固定的な性別役割分担意識に捉われない、人事制度を設
け、公平な人員配置を行うことで社内の意識改革を促す取組を行います。 

〇 企業の規模を問わず、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法の理解を深
め、働く場における男女平等参画・女性活躍推進に向けた意識醸成を図る
取組を行います。 

〇 大企業において、実質的に経営に参画する女性役員の比率向上に取り組
みます。 

番号 項目 概  要 団体名 

116
☆

働く場における男
女平等参画の促
進

働き方の変化に伴う新たな「働きがい」を高める人事制度
のあり方について会合で検討します。

経営者協会 

117 働く場における男
女平等参画の促
進

企業内で可能な行動
経営者自身が考え、経営者自身で行動できる当団体の
特性を活用して、各企業に対して、子供を育てながら仕事
が継続できるように様々な提案をしていきます。

青年会議所 

118 研修・セミナー等
の開催

女性・若者・高齢者・育児や介護をかかえる人など働く意
欲のある全ての人が活躍する労働環境整備に向け、利用
可能な助成金制度等の支援策をセミナーや広報ツールを
通じて周知・利用促進を図るほか、好事例や生産性向上
の取組事例等の周知、導入促進のためのセミナー等を行
います。(再掲)

商工会議所

119 研修・セミナー等
の開催

経営者と人事総務担当者等を対象として、雇用環境整
備により多様な働き方を実現した企業の経営者の報告会
を実施します。(再掲)

中小企業家
同友会

120 研修・セミナー等
の開催

「時間管理」「コミュニケーション」などワーク・ライフ・バランス
実現のために有用な具体的なスキルを学ぶ勉強会を定期
的に開催します。(再掲)

中小企業家
同友会

− 112 −

女性活躍推進計画 第２部

第
２
章

男
女
平
等
参
画
の
推
進
に
向
け
た
マ
イ
ン
ド
チ
ェ
ン
ジ



112 

番号 項目 概  要 団体名 

129 好事例の共有 東京都生協連の「男女平等参画・人事諸制度担当者連
絡会」（会員生協の人事・教育・研修・採用等の担当
者）を年２回開催し、生協で働く女性職員のキャリア形成
や、誰もが働きやすい職場づくり、テレワークの活用を含めた
働き方の見直しなどの項目について、会員生協の先進的な
取組の紹介や情報交換を行います。また、生協職員を対
象とした学習会を企画します。(再掲)

生協連合会

130 周知・普及啓発 仕事と家庭の両立促進、育児・介護休業法の周知を図り
ます。(再掲)

商工会議所

131 周知・普及啓発 男女雇用機会均等法の周知や、雇用環境整備に関する
資料等の配布を行います。(再掲)

商工会連合
会

132 周知・普及啓発 ダイバーシティの推進への取組女性、高齢者、障害者等多
様な人材活用について、セミナー、定例会合等を通じた周
知・啓発を図ります。(再掲)

経営者協会

133
☆

周知・普及啓発 多様な働き方の事例を収集し、会合・セミナー等で周知等
を図ります。

経営者協会

134 周知・普及啓発 労働法制改正への対応や働き方の多様化等の経営課題
への取組
①労働法制改正等への対応、②働き方の多様化への取
組等について、セミナー、定例会合等を通じた周知・啓発を
図ります。(再掲)

経営者協会

135 周知・普及啓発 短時間勤務制度や在宅勤務の導入、企業組合制度の
活用など、男女双方がライフステージに応じて柔軟に働き方
を選択できる環境整備に向け、各種の情報提供を行いま
す。(再掲)

中小企業団
体中央会

136 周知・普及啓発 「使用者のための労働法」や「採用と人権」｢雇用平等ガイ
ドブック」等を十分活用し、加盟地域団体に配布するなど、
関係法令等の普及・啓発に努めます。(再掲)

工業団体連
合会

137 周知・普及啓発 男女雇用機会均等法や女性活躍推進法に関連する法
制度の内容について普及・啓発に努めます。(再掲)

工業団体連
合会

138 周知・普及啓発 育児・介護中の短時間正規雇用での勤務継続や再就業
に向けた総合的な支援を促進させます。(再掲)

医師会

139 周知・普及啓発 進路指導担当者を対象に、企業団体等と連携を図り、均
等な雇用機会の確保のための理解を深める事業を実施し
ます。(再掲)

専修学校各
種学校協会
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番号 項目 概  要 団体名 

140 周知・普及啓発 男女雇用機会均等法等に関連する法制度について、会
員社への周知を図り、就業規則など関連規程の改定に向
けた支援を行います。(再掲) 

書籍出版協
会 

141 周知・普及啓発 雇用における男女平等確保のため、男女雇用機会均等
法等の実効性確保を図る取組を進めます。 
(1)男女雇用機会均等法の周知・学習会の実施(再掲) 
(2)各組織での取組状況の点検と課題認識(再掲) 

連合東京 

142 キャリア形成・能
力開発支援 

多摩地域の商工会等を中心に人材の確保や育成に課題
を抱えている中小企業、各種の支援機関・団体等、地域
の金融機関を構成メンバーとする「多摩地域ものづくり人材
確保支援協議会」により、就業を希望する女性、高齢者、
若者等を発掘し、ＯＡやビジネスマナー等の研修に加えて
ものづくりの現場での実習を実施することにより、ものづくり中
小企業の即戦力となる人材を育成します。さらに合同面接
会の開催等により、育成した人材と人手不足の中小企業
とのマッチングを図るとともに、その定着や採用できる体制づ
くりを支援して、中小企業の人材の確保・育成の課題解決
を図って地域経済の活性化を推進します。(再掲) 

商工会連合
会 

143 キャリア形成・能
力開発支援 

中小企業経営者と人事総務担当者、及び女性管理職
候補、女子学生に向けて、女性の就業継続やキャリア形
成に成功している中小企業経営者の成功事例を水平展
開するための勉強会を定期的に行います。 

中小企業家
同友会 

144 両立支援のため
の環境整備 

両立支援のための環境整備 
仕事と家庭の両立支援のため、関係法令等の周知を図る
とともに、国や都などの支援策の活用を促進します。 (再
掲) 

中小企業団
体中央会 

145 両立支援のため
の環境整備 

ワーク・ライフ・バランスの実現により、社員の満足度が上が
り、それが顧客満足度にリンクして、企業の成⾧に寄与する
という好循環のビジネスモデルを構築します。 (再掲) 

中小企業家
同友会 

146 両立支援のため
の環境整備 

若手医師の勤務環境整備のために、院内保育所、病児・
病後保育施設の現状把握と院内保育施設の拡充につい
て検討を行います。(再掲) 

医師会 

147 両立支援のため
の環境整備 

病院巡回訪問 
人材確保が困難な病院を訪問し、勤務環境や院内教育
体制（新人教育を含む。）構築の支援等を実施します。 
(再掲) 

看護協会 
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番号 項目 概  要 団体名 

129 好事例の共有 東京都生協連の「男女平等参画・人事諸制度担当者連
絡会」（会員生協の人事・教育・研修・採用等の担当
者）を年２回開催し、生協で働く女性職員のキャリア形成
や、誰もが働きやすい職場づくり、テレワークの活用を含めた
働き方の見直しなどの項目について、会員生協の先進的な
取組の紹介や情報交換を行います。また、生協職員を対
象とした学習会を企画します。(再掲)

生協連合会

130 周知・普及啓発 仕事と家庭の両立促進、育児・介護休業法の周知を図り
ます。(再掲)

商工会議所

131 周知・普及啓発 男女雇用機会均等法の周知や、雇用環境整備に関する
資料等の配布を行います。(再掲)

商工会連合
会

132 周知・普及啓発 ダイバーシティの推進への取組女性、高齢者、障害者等多
様な人材活用について、セミナー、定例会合等を通じた周
知・啓発を図ります。(再掲)

経営者協会

133
☆

周知・普及啓発 多様な働き方の事例を収集し、会合・セミナー等で周知等
を図ります。

経営者協会

134 周知・普及啓発 労働法制改正への対応や働き方の多様化等の経営課題
への取組
①労働法制改正等への対応、②働き方の多様化への取
組等について、セミナー、定例会合等を通じた周知・啓発を
図ります。(再掲)

経営者協会

135 周知・普及啓発 短時間勤務制度や在宅勤務の導入、企業組合制度の
活用など、男女双方がライフステージに応じて柔軟に働き方
を選択できる環境整備に向け、各種の情報提供を行いま
す。(再掲)

中小企業団
体中央会

136 周知・普及啓発 「使用者のための労働法」や「採用と人権」｢雇用平等ガイ
ドブック」等を十分活用し、加盟地域団体に配布するなど、
関係法令等の普及・啓発に努めます。(再掲)

工業団体連
合会

137 周知・普及啓発 男女雇用機会均等法や女性活躍推進法に関連する法
制度の内容について普及・啓発に努めます。(再掲)

工業団体連
合会

138 周知・普及啓発 育児・介護中の短時間正規雇用での勤務継続や再就業
に向けた総合的な支援を促進させます。(再掲)

医師会

139 周知・普及啓発 進路指導担当者を対象に、企業団体等と連携を図り、均
等な雇用機会の確保のための理解を深める事業を実施し
ます。(再掲)

専修学校各
種学校協会
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番号 項目 概  要 団体名 

148 女性の参画推進 女性の参画の推進
会員団体の役員等に女性の登用を促進します。(再掲)

中小企業団
体中央会

149 女性の参画推進 改選期をとらえ、当連合会役員及び加盟地域団体役員
への女性の登用に努めます。(再掲)

工業団体連
合会
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2030 年までに企業における女性の役員比率 30%を目指す 

～30%Club Japan～ 

コ ラ ム 

- 02 - 

 

組織の重要意思決定機関に占める女性の割合を 

30％に向上させることで、企業の持続的成長を 

実現する世界的なキャンペーン「30% Club」は、英国 

で 2010 年に創設されました。日本は、2019 年 5 月 

に「30%Club Japan」として世界で 14 番目に開始。 

（株）資生堂代表取締役 社長 CEO 魚谷雅彦が初代会長 

となり、「2030 年を目処に TOPIX100 の役員に占め 

る女性の割合を 30%にすること」を目標に掲げ、活動をスタートさせました。「30%Club 

Japan」傘下における３つのワーキンググループ「TOPIX 社長会」「インベスターグループ」

「大学ワーキンググループ」における女性活躍推進のための活動を以下にご紹介します。 

 

■TOPIX 社長会 

TOPIX100 と TOPIX Mid400 の企業で構成され、32 社（2022 年 2 月現在）が参画し

ています。各企業の会長や社長自らが参加するトップ会議は、女性活躍が進まない本質的課題

についての本音の議論を行い、そこでの気づきや事例共有などから、個社のアクションや成果

につなげています。例えば、経営の意思決定場面への女性参画を進めるため、執行役員や組織

長・ライン部長、とりわけ、今まで女性登用事例が少ない「事業を運営する」「経営に直結す

る」など難易度が高いポジションに女性を登用した事例を共有し、登用時のハードルと克服へ

のアプローチについて活発な議論を行っています。また、参加企業の実務責任者で構成された

プロジェクトメンバーチームは業界の枠を超えて共通課題の解決に向けたさまざまなアクシ

ョン計画を推進しています。 

 

■インベスターグループ 

機関投資家からなるワーキンググループで、大手運用会社など 28 社（22 年 2 月現在）が

参画しています。投資先企業の女性活躍促進を通じて、中長期的に企業価値を高めることを目

指し、日本企業における課題に共通認識を持ち、建設的な対話を通じて解決策を議論していま

す。具体的には、アニュアルレポートの発行、メディア向け勉強会のほか、有識者を招いたパ

ネルセッションには、30％Club 加盟企業も積極的に参加しています。 

 

■大学ワーキンググループ 

８つの大学が参画（22 年 2 月現在）し、大学組織内の意思決定層における女性活躍推進に

向けた意識改革と女性教職員・研究者のキャリア育成などについて議論をスタートしています。

2022 年 5 月に４年目を迎える 30%Club Japan は、ワーキンググループ間の連携を深め

、目標の達成に向けさらなる取組みを進めていきます。 

＜30%Club ロゴ＞ 
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番号 項目 概  要 団体名 

148 女性の参画推進 女性の参画の推進
会員団体の役員等に女性の登用を促進します。(再掲)

中小企業団
体中央会

149 女性の参画推進 改選期をとらえ、当連合会役員及び加盟地域団体役員
への女性の登用に努めます。(再掲)

工業団体連
合会
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（２）男性の家事・育児参画に向けた意識改革 
■  現状・課題 

〇 東京都が令和元年に実施した「男性の家事・育児参画状況実態調査」に
よると、男性と女性の家事・育児関連時間の差は５時間１分となっており、
男性と女性の家事・育児時間には大きな差が生じています。  

〇 男女が家庭生活に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会は、本計
画の基本理念の一つで目指すべき男女平等参画社会の一つです。  

〇 男性の家事・育児参画は社会全体に様々な好影響を及ぼすことが期待さ
れています。男性が、家庭での責任を分担し、女性の負担が軽くなること
で、女性が社会に参画しやすくなります。男性にとっても生活の充実につ
ながり、生涯にわたる豊かな人生につながると考えられます。企業にとっ
ても時間効率や生産性を意識した働き方が実践されることは大きなメリッ
トがあると言えます。 

〇 令和３年度に東京都が実施した「男性の家事・育児参画状況実態調査」
によると、コロナ禍において、テレワークの実践などにより男性の在宅時
間が増加し、平日の男性の家事・育児参画時間は増加したものの、土日の
家事・育児時間が減少するなどにより、週全体の平均で見ると、男性の家
事・育児関連時間にはほぼ変化が見られませんでした。  

〇 一方で、家族の在宅時間が増えたことが家庭の家事総量の増加をもたら
し、女性の家事・育児時間が増加した結果、令和３年度の男女の家事・育
児関連時間の差は５時間 20 分となり、令和元年度と比較して 19 分拡大し
ました。 

〇 なお、コロナ禍における男性の意識の変化に目を向けると、コロナ禍に
おいて「在宅時間のうち仕事以外に使える時間が増えた」と答えた男性の
うち 71.3％が「生活を重視するようになった」、65.5％が「家事（育児）
に対する理解が深まった」と回答しており、在宅時間の増加が男性の家庭
に対する意識に影響を与えています。こうした意識の変化を家事・育児の
実践につなげていくための後押しも必要です。  

〇 男性の育児休業取得率に目を向けると、令和２年度男女雇用平等参画状
況調査の都内事業所における育児休業取得率は、14.5％となっており、５
年前から 10 ポイント近く上昇しています。一方で、育児休業取得期間を
男女別に見ると、女性は６か月以上の取得が 90%以上に対し、男性は１か
月未満の取得が約 50％、６か月以上の取得は約 15％と、女性と比べ取得
期間が短くなっています。男性が育児休業を長期間取得することにより、
出産後の女性の負担が軽減されるとともに、男性が家事・育児を主体的に
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担えるようなスキル、能力が身につくことが期待されます(図Ⅱ-3)。 

〇 男性の家事・育児参画を女性の家事・育児時間の減少、社会への参画時
間の創出につなげるためには、テレワークの普及・定着や男性が育児休業
を当たり前に取得する気運を醸成するとともに、男性が主体的に家事・育
児に参画できるようになることが重要です。  

〇 企業経営者・マネジメント層は男性の家事育児参画推進が企業の生産性
等のメリットにつながる意識を持ち、男性の育児休業取得や生活と仕事の
両立支援制度を取得しやすい環境を整備するとともに、制度の対象となる
男性が家事・育児を実践しやすくなるように後押しすることが重要です。  

〇 「令和２年度都民の男女平等参画意識に関する調査」において、男性が
家事・育児を行うことについてのイメージを都民全体に尋ねたところ「男
性も家事・育児を行うことは、当然である」が 67％となっています。男性
の家事・育児参画を社会全体で理解し、当たり前のこととして定着させて
いくために、当事者夫婦はもちろん、当事者夫婦を後押しする、親・上司
等のシニア世代やこれからの社会を担う若者世代まで、あらゆる人々のマ
インドチェンジに向けた気運醸成が重要です。  

〇 男性が自立して主体的に家事・育児に参画するようになるためには、ロ
ールモデルや気軽に家事・育児のノウハウを入手できる機会も重要です。
また、女性の家事・育児時間の減少という観点からは、夫婦全体の家事・
育児負担を減らす家事代行サービスや時短につながるスマート家電など外
部リソースの活用も有効となってきます。  
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（２）男性の家事・育児参画に向けた意識改革 
■  現状・課題 

〇 東京都が令和元年に実施した「男性の家事・育児参画状況実態調査」に
よると、男性と女性の家事・育児関連時間の差は５時間１分となっており、
男性と女性の家事・育児時間には大きな差が生じています。  

〇 男女が家庭生活に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会は、本計
画の基本理念の一つで目指すべき男女平等参画社会の一つです。  

〇 男性の家事・育児参画は社会全体に様々な好影響を及ぼすことが期待さ
れています。男性が、家庭での責任を分担し、女性の負担が軽くなること
で、女性が社会に参画しやすくなります。男性にとっても生活の充実につ
ながり、生涯にわたる豊かな人生につながると考えられます。企業にとっ
ても時間効率や生産性を意識した働き方が実践されることは大きなメリッ
トがあると言えます。 

〇 令和３年度に東京都が実施した「男性の家事・育児参画状況実態調査」
によると、コロナ禍において、テレワークの実践などにより男性の在宅時
間が増加し、平日の男性の家事・育児参画時間は増加したものの、土日の
家事・育児時間が減少するなどにより、週全体の平均で見ると、男性の家
事・育児関連時間にはほぼ変化が見られませんでした。  

〇 一方で、家族の在宅時間が増えたことが家庭の家事総量の増加をもたら
し、女性の家事・育児時間が増加した結果、令和３年度の男女の家事・育
児関連時間の差は５時間 20 分となり、令和元年度と比較して 19 分拡大し
ました。 

〇 なお、コロナ禍における男性の意識の変化に目を向けると、コロナ禍に
おいて「在宅時間のうち仕事以外に使える時間が増えた」と答えた男性の
うち 71.3％が「生活を重視するようになった」、65.5％が「家事（育児）
に対する理解が深まった」と回答しており、在宅時間の増加が男性の家庭
に対する意識に影響を与えています。こうした意識の変化を家事・育児の
実践につなげていくための後押しも必要です。  

〇 男性の育児休業取得率に目を向けると、令和２年度男女雇用平等参画状
況調査の都内事業所における育児休業取得率は、14.5％となっており、５
年前から 10 ポイント近く上昇しています。一方で、育児休業取得期間を
男女別に見ると、女性は６か月以上の取得が 90%以上に対し、男性は１か
月未満の取得が約 50％、６か月以上の取得は約 15％と、女性と比べ取得
期間が短くなっています。男性が育児休業を長期間取得することにより、
出産後の女性の負担が軽減されるとともに、男性が家事・育児を主体的に
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(図Ⅱ-3)育児休業取得の状況の推移(都内事業所) 

 
※都内全域(島しょを除く)の従業員規模 30 人以上の事業所で 13 業種、2,500 社 

資料:東京都産業労働局「令和２年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

 

■ 取組の方向性 

〇 当事者夫婦、企業、あらゆる世代の都民に向け、意識改革を働き掛け、
男性の主体的な家事・育児参画に向けた行動変容を促します。 

 

■ 都の施策 

ア 男性の主体的な家事・育児参画に向けた意識改革 

〇 家事・育児分担について夫婦の意識改革や男性の主体的な家事・育児参
画に向けた行動変容を促すため、様々な媒体を活用し、メッセージを発信
していきます。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

167 男性の家事・育
児への参画  

ライフ・ワーク・バランスの実現のためには、女性も男性も
家事・育児分担や育休取得等についての意識改革が
重要なことから、夫婦が共に参加できるセミナー等を開
催し、都民への意識啓発を図ります。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 
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番号 事業名 事業概要 所管局 

168 ＴＯＫＹＯライ
フ・ワーク・バラン
スの運営 

都、国、区市町村、民間団体の支援情報等、ライフ・
ワーク・バランスに関する情報を総合的にわかりやすく紹
介します。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

169 子供が生まれる
前の夫婦に向け
たライフ・ワーク・
バ ラ ン ス の 普 及
啓発 

子供が生まれる前からライフ・ワーク・バランスの意義を
認識し、暮らし方や働き方を夫婦ともに考えるための啓
発冊子の作成、配布による普及啓発を推進します。
（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

 

＜夫婦がともにライフ・ワーク・バランスを考えるための啓発冊子 

（パパとママが描くみらい手帳）イメージ＞ 

 
 

イ 男性を後押しする社会全体の気運醸成 

〇 男性の家事・育児参画推進のメリットの理解を企業に促し、男性の育児
休業取得や日常的な家事・育児参画を後押しする取組を行います。 

〇 民間団体や企業とタイアップするなど、幅広い気運醸成の取組を展開し、
男性の家事・育児参画を当然と考えるマインドを社会全体に定着させます。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

170 
☆ 

多様な主体と連
携した意識改革 

プロスポーツチーム等多様な主体と連携し、幅広い世
代の都民に対し広く情報を発信することで、男女平等
参画に向けた意識改革を働きかけます。 

生活文化スポ
ーツ局 

 

(図Ⅱ-3)育児休業取得の状況の推移(都内事業所) 

 
※都内全域(島しょを除く)の従業員規模 30 人以上の事業所で 13 業種、2,500 社 

資料:東京都産業労働局「令和２年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

 

■ 取組の方向性 

〇 当事者夫婦、企業、あらゆる世代の都民に向け、意識改革を働き掛け、
男性の主体的な家事・育児参画に向けた行動変容を促します。 

 

■ 都の施策 

ア 男性の主体的な家事・育児参画に向けた意識改革 

〇 家事・育児分担について夫婦の意識改革や男性の主体的な家事・育児参
画に向けた行動変容を促すため、様々な媒体を活用し、メッセージを発信
していきます。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

167 男性の家事・育
児への参画  

ライフ・ワーク・バランスの実現のためには、女性も男性も
家事・育児分担や育休取得等についての意識改革が
重要なことから、夫婦が共に参加できるセミナー等を開
催し、都民への意識啓発を図ります。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 
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番号 事業名 事業概要 所管局 

171 
☆ 

「無意識 の思い
込み（アンコンシ
ャス・バイアス）」
への取組 

無意識の思い込みに対する認知や関心を高めるため、
教育機関との連携などにより大人と子供の両面から意
識啓発を図ります。 

生活文化スポ
ーツ局 

172 
☆ 

男性の家事・育
児参画に向けた
マインドチェンジプ
ロジェクト 

子育て中の夫婦、企業経営者・マネジメント層、若者
から親世代まであらゆる都民を対象に、Ｗｅｂサイト
「ＴＥＡＭ家事・育児」をはじめ、多様な媒体を活用
し、普及啓発のメッセージを発信。男性の家事・育児
参画に向け社会全体のマインドチェンジを促します。
（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

173 
☆ 

男性の家事・育
児 参 画 状 況 実
態調査 

男性の家事・育児参画の実態を把握し、今後の施策の参
考とするため、男性の家事・育児参画の実態調査を実施し
ます。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

174 
☆ 

ライフ・ワーク・バ
ランス推進事業 

ライフ・ワーク・バランスの実現をより一層効果的に促進
するため、従業員が生活と仕事を両立し、いきいきと働
ける職場の実現に向け優れた取組を実施している中
小企業を、「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」とし
て認定し、ロールモデルとして広く公表するとともに、認
定企業も含む先進企業の取組内容や効果的な支援
ツール等について、具体的かつ実践的な事例を展示・
紹介する総合展を開催します。（再掲） 

産業労働局 

175 
☆ 

家庭と仕事の両
立 支 援 推 進 事
業 

家庭と仕事の両立推進に向けて、育児・介護など家
庭と仕事の両立支援策を実践している企業に対し「両
立支援推進企業マーク」を付与し、専用 HP で発信し
ます。また、同 HP では、法定以上の両立支援策等を
実践している企業を広く紹介するとともに、両立支援に
向けた総合的な情報提供を行います。合わせて、介
護と仕事の両立について、シンポジウムの開催による意
識啓発を行います。（再掲） 

産業労働局 

176 
☆ 

働 く パ パ マ マ 育
休 取 得 応 援 事
業 

従業員に希望する期間の育児休業を取得させ復帰さ
せた企業への支援、男性の育児休業取得奨励といっ
た支援を行うことで企業の職場環境整備を推進しま
す。(再掲) 

産業労働局 
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番号 事業名 事業概要 所管局 

177
☆

男性育休取得
促進に向けた普
及啓発事業

著名経営者によるインタビュー動画やオンラインセミナー
などによる意識啓発キャンペーンを展開し、経営者や管
理職の理解を促進するとともに、男性の育休取得を積
極的に推進している企業等に対し、登録マークを付与
し、企業事例等をウェブサイト上で PR・発信します。
(再掲)

産業労働局

 
＜男性の家事・育児参画に向けたマインドチェンジプロジェクト  

（男性の家事・育児参画をみんなで応援するサイト『パパズ・スタイル』）＞  

   

 

 

 

 

 

 

 

■  都民・事業者の取組 

ア 男性の主体的な家事・育児参画に向けた意識改革  

〇 事業者は、経営戦略の視点から、男性の家事・育児参画を応援するマイ
ンドを企業全体で共有します。 

番号 項目 概  要 団体名 

150 周知・普及啓発 「研修会」等を通し、各家庭において、保護者が親として、
大人としてどのように子供に接するべきか、また、両親の役
割はどのように考えるべきかなどについて話し合う機会を設け
るよう、広く呼び掛けます。

公立幼稚園･
こども園ＰＴ
Ａ連絡協議
会 

 

番号 事業名 事業概要 所管局 

171 
☆ 

「無意識 の思い
込み（アンコンシ
ャス・バイアス）」
への取組 

無意識の思い込みに対する認知や関心を高めるため、
教育機関との連携などにより大人と子供の両面から意
識啓発を図ります。 

生活文化スポ
ーツ局 

172 
☆ 

男性の家事・育
児参画に向けた
マインドチェンジプ
ロジェクト 

子育て中の夫婦、企業経営者・マネジメント層、若者
から親世代まであらゆる都民を対象に、Ｗｅｂサイト
「ＴＥＡＭ家事・育児」をはじめ、多様な媒体を活用
し、普及啓発のメッセージを発信。男性の家事・育児
参画に向け社会全体のマインドチェンジを促します。
（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

173 
☆ 

男性の家事・育
児 参 画 状 況 実
態調査 

男性の家事・育児参画の実態を把握し、今後の施策の参
考とするため、男性の家事・育児参画の実態調査を実施し
ます。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

174 
☆ 

ライフ・ワーク・バ
ランス推進事業 

ライフ・ワーク・バランスの実現をより一層効果的に促進
するため、従業員が生活と仕事を両立し、いきいきと働
ける職場の実現に向け優れた取組を実施している中
小企業を、「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」とし
て認定し、ロールモデルとして広く公表するとともに、認
定企業も含む先進企業の取組内容や効果的な支援
ツール等について、具体的かつ実践的な事例を展示・
紹介する総合展を開催します。（再掲） 

産業労働局 

175 
☆ 

家庭と仕事の両
立 支 援 推 進 事
業 

家庭と仕事の両立推進に向けて、育児・介護など家
庭と仕事の両立支援策を実践している企業に対し「両
立支援推進企業マーク」を付与し、専用 HP で発信し
ます。また、同 HP では、法定以上の両立支援策等を
実践している企業を広く紹介するとともに、両立支援に
向けた総合的な情報提供を行います。合わせて、介
護と仕事の両立について、シンポジウムの開催による意
識啓発を行います。（再掲） 

産業労働局 

176 
☆ 

働 く パ パ マ マ 育
休 取 得 応 援 事
業 

従業員に希望する期間の育児休業を取得させ復帰さ
せた企業への支援、男性の育児休業取得奨励といっ
た支援を行うことで企業の職場環境整備を推進しま
す。(再掲) 

産業労働局 
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番号 項目 概  要 団体名 

151 周知・普及啓発 女性が結婚し、子供を産み育てながら、社会に参画でき
る、仕事が継続できる、社会のシステムが必要です。そのた
めに意識の改革を行っていきます。
（１）家庭内意識の変革
家庭内で育児、家事をシェアするという文化をつくります。特
に夫の協力を働きかけます。
（２）地域内意識の変革
各地区において、子供と教育について議論し、その重要性
を発信します。併せて、父親への働きかけを行います。
（３）企業内で可能な行動(再掲)
経営者自身が考え、経営者自身で行動できる当団体の
特性を活用して、各企業に対して、子供を育てながら仕事
が継続できるように様々な提案をしていきます。

青年会議所 

152 父親等のＰＴＡ
参加

父親のＰＴＡ参加の促進
保護者（ＰＴＡ）として、母親・父親の枠を取り払いま
す。
（１）父親にも気軽に参加できる幼稚園ＰＴＡの行事
を考えます。
（２）父親対象の子育て講座等を通し、子育ては母親
だけがするものではないことを意識し、理解できる機会をつく
ります。
（３）父親、母親、共に協力し子育ての喜びを分かち合
える対話の場を設けます。

公立幼稚園･
こども園ＰＴ
Ａ連絡協議
会

153 地域での支援 家庭の中で男女（父親、母親）が共に子育てをしていく
環境づくりを考えます。(再掲)

公立中学校
ＰＴＡ協議
会

 

イ 男性を後押しする社会全体の気運醸成  

〇 時間効率や生産性を意識した働き方の実践や女性の社会参画の機会の拡
大、男性の生活の充実等、男性の家事・育児参画が進むことが社会全体に
好影響を与えることを踏まえ、企業、民間団体、個人等あらゆる主体にお
いて、男性の家事・育児参画の意識を高める取組を推進します。 

番号 項目 概  要 団体名 

154 周知・普及啓発 仕事と家庭の両立促進、育児・介護休業法の周知を図り
ます。(再掲)

商工会議所 
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番号 項目 概  要 団体名 

155 
☆ 

周知・普及啓発 男性の育児・家事参画の推進事例を収集し、会合・セミナ
ー等で周知等を図ります。 

経営者協会 

156 周知・普及啓発 労働法制改正への対応や働き方の多様化等の経営課題
への取組 
①労働法制改正等への対応、②働き方の多様化への取
組等について、セミナー、定例会合等を通じた周知・啓発を
図ります。(再掲) 

経営者協会 

157 研修・セミナー等
の開催 

女性・若者・高齢者・育児や介護をかかえる人など働く意
欲のある全ての人が活躍する労働環境整備に向け、利用
可能な助成金制度等の支援策をセミナーや広報ツールを
通じて周知・利用促進を図るほか、好事例や生産性向上
の取組事例等の周知、導入促進のためのセミナー等を行
います。(再掲) 

商工会議所 

158 研修・セミナー等
の開催 

経営者と人事総務担当者等を対象として、雇用環境整
備により多様な働き方を実現した企業の経営者の報告会
を実施します。(再掲) 

中小企業家
同友会 

159 両立支援のため
の環境整備 

両立支援のための環境整備 
仕事と家庭の両立支援のため、関係法令等の周知を図る
とともに、国や都などの支援策の活用を促進します。 (再
掲) 

中小企業団
体中央会 

160 
☆ 

両立支援のため
の環境整備 

男性の育児休業取得を推進するため、関係法令等の周
知を図るとともに、国や都の支援策の活用を促進します。
(再掲) 

中小企業団
体中央会 

161 両立支援のため
の環境整備 

ワーク・ライフ・バランスの実現により、社員の満足度が上が
り、それが顧客満足度にリンクして、企業の成⾧に寄与する
という好循環のビジネスモデルを構築します。(再掲) 

中小企業家
同友会 

162 両立支援のため
の環境整備 

若手医師の勤務環境整備のために、院内保育所、病児・
病後保育施設の現状把握と院内保育施設の拡充につい
て検討を行います。(再掲) 

医師会 

163 両立支援のため
の環境整備 

病院巡回訪問人材確保が困難な病院を訪問し、勤務環
境や院内教育体制（新人教育を含む。）構築の支援等
を実施します。(再掲) 

看護協会 
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番号 項目 概  要 団体名 

151 周知・普及啓発 女性が結婚し、子供を産み育てながら、社会に参画でき
る、仕事が継続できる、社会のシステムが必要です。そのた
めに意識の改革を行っていきます。
（１）家庭内意識の変革
家庭内で育児、家事をシェアするという文化をつくります。特
に夫の協力を働きかけます。
（２）地域内意識の変革
各地区において、子供と教育について議論し、その重要性
を発信します。併せて、父親への働きかけを行います。
（３）企業内で可能な行動(再掲)
経営者自身が考え、経営者自身で行動できる当団体の
特性を活用して、各企業に対して、子供を育てながら仕事
が継続できるように様々な提案をしていきます。

青年会議所 

152 父親等のＰＴＡ
参加

父親のＰＴＡ参加の促進
保護者（ＰＴＡ）として、母親・父親の枠を取り払いま
す。
（１）父親にも気軽に参加できる幼稚園ＰＴＡの行事
を考えます。
（２）父親対象の子育て講座等を通し、子育ては母親
だけがするものではないことを意識し、理解できる機会をつく
ります。
（３）父親、母親、共に協力し子育ての喜びを分かち合
える対話の場を設けます。

公立幼稚園･
こども園ＰＴ
Ａ連絡協議
会

153 地域での支援 家庭の中で男女（父親、母親）が共に子育てをしていく
環境づくりを考えます。(再掲)

公立中学校
ＰＴＡ協議
会

 

イ 男性を後押しする社会全体の気運醸成  

〇 時間効率や生産性を意識した働き方の実践や女性の社会参画の機会の拡
大、男性の生活の充実等、男性の家事・育児参画が進むことが社会全体に
好影響を与えることを踏まえ、企業、民間団体、個人等あらゆる主体にお
いて、男性の家事・育児参画の意識を高める取組を推進します。 

番号 項目 概  要 団体名 

154 周知・普及啓発 仕事と家庭の両立促進、育児・介護休業法の周知を図り
ます。(再掲)

商工会議所 
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男男性性のの意意識識ににブブレレーーキキをを掛掛けけるる社社会会のの雰雰囲囲気気  

日本人男性は世界的に見て家事・育児をしておらず、反対に 

女性は世界的にも家事を長くしています(※1)。男性中心の長時間労 

働を前提にした働き方がその主な原因とされてきました。 

コロナ禍となり、在宅勤務が普及、男性の家にいる時間は増えまし 

た。ですが都の調査では、男性の家事・育児時間は増えなかったと 

いう結果で、こうなると、問題の原因は長時間労働だけでなく個々の 

男性の行動しようという意識が足りないということになります。 

では、男性個人の意識だけが変わればいいのかと言えばそうではありません。 

 一つのエピソードとして、私が保護者会に参加した際のこと、私以外の保護者は全員女性で

した。このような状況で次回も参加するのは非常に勇気がいりました。 

 また、休日に子供を連れている父親は珍しくなくなりましたが、平日に子供を連れて買い物

をしている男性に対しては、物珍しげな視線を向ける人も少なからずいます。 

 こうした社会の雰囲気が、一歩踏み出そうと思った男性にブレーキをかけている側面に注目

する必要があります。  

社社会会全全体体のの意意識識をを変変ええてていいくく  

私は、スウェーデンに長く住み、今も大学で国際比較をテーマとしていますので例に挙げる

と、スウェーデンは男女平等が進んでいる国と認知されていますが、1970 年代までは日本と

同じく女性が家事の主役でした。しかし、オイルショックで経済が落ち込み、女性が働かない

と生活が成り立たない。翻って女性が社会に進出する分、男性が家のことをやらないと家庭が

立ち行かない。という状況から、性別関係なく家事・育児はやるものという社会の合意形成が

一気に進みました。今では、家事ができない男性はモテない、ダメなやつという考え方が一般

的になっています。 

日本でも、近年、テレビなどで家事・育児に積極的に取り組む男性を「カジメン」「イクメ

ン」など持ち上げるようになり、男性が家事・育児を担うことを前向きに捉える風潮は強まっ

ています。しかし、そもそも男性が家事・育児をすることを特別なことと評価する風潮自体が

「家事・育児は女性がやるもの」という前提が根強いことの裏返しだとも言えます。 

こうした、社会の意識を個人の努力だけで変えていくことは困難です。いわゆる男性版の産

休など法に則った制度を企業が整備するとともに、都が取り組んでいるマインドチェンジの取

組など行政が進むべき方向性を示し民間の企業や団体も巻き込んで家庭における男性の活躍

を推進していくことが大事だと思います。 

平日の保護者会に男性が参加しても誰も気にとめなくなるよう社会となることを期待した

いです。       

 ※１ OECD, Gender equality – Balancing paid work, unpaid work and leisure. 

 

  

 先先進進国国にに学学ぶぶ家家庭庭のの男男性性活活躍躍推推進進  

～～明明治治大大学学国国際際日日本本学学部部教教授授  鈴鈴木木  賢賢志志  氏氏～～  

コ ラ ム 

- 03 - 

＜鈴木 賢志 氏＞ 
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（３）男女平等参画に向けた意識改革 
■  現状・課題 

〇 男女平等参画社会の実現に向けた阻害要因として考えられている、固定
的性別役割分担意識や性差による偏見・無意識の思い込み（アンコンシャ
ス・バイアス）は、往々にして幼少のころから長年の生活の中で形成され、
女性、男性あらゆる世代において存在しています(図Ⅱ-4)。 

〇 長期間をかけて形成された社会の意識改革を図ることは容易ではありま
せん。メディア、企業、地域、学校等人々が情報に触れる生活上のあらゆ
る場においてメッセージを発信し、意識変革に向けた気運を醸成、行動変
容を促すことが必要です。  

〇 その際に重要になるのが、世代や環境により多様化する都民の興味・関
心を把握したうえで、メッセージを適宜、適切に提供することです。  

〇 現在はオンラインでの情報入手が主流となっており、ＳＮＳ等の拡散効
果を意識した情報発信が必要です。一方でテレビ・新聞等のマスメディア
は信頼性の高い媒体として認知されており、多くの都民に対する情報発信
として効果的です。  

〇 さらに情報発信に当たっては民間企業・団体と連携することにより発信
力の高い効果的な普及啓発が可能となり、メディアも巻き込むことで社会
全体への効果的なメッセージを発信できます。  

〇 また、男女平等参画に向けた情報発信は東京都だけでなく様々な主体に
おいて行われています。都内の区市町村においても、地域住民に向けて男
女平等参画に関する普及啓発や情報提供を行っています。また、41 区市町
村で設置されている男女共同参画センターにおいても男女平等参画に関す
る情報を提供しています。都はこうした、区市町村や国、企業・ＮＰＯ等
様々な団体と連携することで、より多くの都民に向け男女平等参画に係る
普及啓発を進めていくことが必要です。  

〇 加えて、都は区市町村や民間事業者などの好事例を東京都全体に広く周
知し、都民・事業者の取組を促すことで都内全域の男女平等参画を推進す
ることが必要です。  
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(図Ⅱ-4)「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について（全国） 

 
資料:内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」(令和元年)より作成 

 

■ 取組の方向性 

〇 普及啓発の対象者を明確化し適切な手法・媒体の選択により、女性の活
躍推進や男女平等参画に向けた普及啓発を推進します。 
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■ 都の施策 

ア 情報の発信と普及啓発 

〇 ＳＮＳやマスメディア等対象者に応じた効果的な手法・媒体を適切に活
用しながら、都民に対し、女性の活躍推進や、男女平等参画に関する情報
を分かりやすく効果的に発信します。 

〇 女性の活躍や男女平等参画の推進のために、区市町村や国、企業・ＮＰ
Ｏ等様々な団体との連携を図りながら普及啓発を進めます。 

〇 男女平等参画を推進するために、様々な団体との交流会や研修会を実施
します。 

〇 区市町村や民間事業者などの好事例を東京都全体に広く周知し、都民・
事業者の取組を促すことで都内全域の男女平等参画の推進を図ります。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

178 
☆ 

多様な主体と連
携した意識改革 
 

プロスポーツチーム等多様な主体と連携し、幅広い世
代の都民に対し広く情報を発信することで、男女平等
参画に向けた意識改革を働きかけます。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

179 
☆ 

「無意識 の思い
込み（アンコンシ
ャス・バイアス）」
への取組 

無意識の思い込みに対する認知や関心を高めるため、
教育機関との連携などにより大人と子供の両面から意
識啓発を図ります。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

180 
☆ 

経済団体等との
連携による女性
活躍の推進 

関係団体と連携し、大企業の女性役員比率３０％
を目指すムーブメントの醸成に向けた取組を行います。
（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

181 
☆ 

区 市 町 村 へ の
支援 

区市町村支援の一環として、区市町村と連携し、住
民向けの普及啓発を行う。 

生活文化スポ
ーツ局 

182 女 性 の 活 躍 推
進 シ ン ポ ジ ウ ム
等 

知事自らが発信する場としてのシンポジウム等を開催
し、女性 の活 躍 推進の普 及啓発 を進めます。（再
掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

183 東 京 都 女 性 活
躍 推 進 大 賞 の
贈呈 

女性活躍の推進に向け先進的な取組を進める企業
や団体、個人を表彰し、その取組内容を広く普及させ
ていきます。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

184 働く女性 への支
援  

ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進に向け
て、男女ともに固定的な性別役割分担意識や性差に
よる偏見・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイア
ス）にとらわれないための意識変革や働く女性の悩み
や不安を解消するセミナー等を実施します。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

 

(図Ⅱ-4)「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について（全国） 

 
資料:内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」(令和元年)より作成 

 

■ 取組の方向性 

〇 普及啓発の対象者を明確化し適切な手法・媒体の選択により、女性の活
躍推進や男女平等参画に向けた普及啓発を推進します。 
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番号 事業名 事業概要 所管局 

185 
☆ 

女性の悩み相
談サイト
「TOKYO メンタ
ーカフェ」 

悩みや不安を抱える女性が、仕事や子育て等の経験
を持つ助言者「都民メンター」に気軽に相談できる場を
インターネット上で提供します。 

生活文化スポ
ーツ局 

186 男性の家事・育
児への参画 

ライフ・ワーク・バランスの実現のためには、女性も男性も
家事・育児分担や育休取得等についての意識改革が
重要なことから、夫婦が共に参加できるセミナー等を開
催し、都民への意識啓発を図ります。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

187 
☆ 

男性の家事・育
児参画に向けた
マインドチェンジプ
ロジェクト 

子育て中の夫婦、企業経営者・マネジメント層、若者
から親世代まであらゆる都民を対象に、Ｗｅｂサイト
「ＴＥＡＭ家事・育児」をはじめ、多様な媒体を活用
し、普及啓発のメッセージを発信。男性の家事・育児
参画に向け社会全体のマインドチェンジを促します。
(再掲) 

生活文化スポ
ーツ局 

188 普 及 啓 発 及 び
情 報 提 供 の 実
施 

「広報東京都」、都提供テレビ・ラジオ番組や都庁総
合ホームページ等の都政一般広報媒体等を活用し
て、男女平等参画推進のための普及啓発や情報提
供を行います。 

生活文化スポ
ーツ局 
政策企画局 

189 インターネットによ
る情報提供 

「東京都女性活躍推進ポータルサイト」、「TOKYO ラ
イフ・ワーク・バランス」により、効果的な情報発信を行っ
ていきます。加えて、東京ウィメンズプラザのホームページ
において、プラザ施設の予約、開催する講座の申込み
や図書類の予約・検索サービスを実施します。 

生活文化スポ
ーツ局 

190 年 次 報 告 の 公
表 

基本条例第 11 条に基づき年次報告を作成し、東京
の男女平等参画の状況及び男女平等参画施策の
実施状況等を公表します。加えて、データと施策を分
かりやすくまとめたパンフレットの作成及び配布を行いま
す。 

生活文化スポ
ーツ局 

191 東京ウィメンズプ
ラザ図書資料室
の運営 

都民の自己啓発、自主研究などを支援するため、関
連図書、行政資料等を収集し、提供します。 

生活文化スポ
ーツ局 

192 女性団体との交
流 

都民・団体・行政が交流を深めながら、男女平等参
画社会の実現について考える場を提供します。 

生活文化スポ
ーツ局 
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＜女性の活躍推進シンポジウム 令和 2 年度「女性が輝く TOKYO 懇話会」＞ 

     
＜女性の悩み相談サイト「TOKYO メンターカフェ」＞ 

 
＜東京ウィメンズプラザ図書資料室イメージ＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 事業名 事業概要 所管局 

185 
☆ 

女性の悩み相
談サイト
「TOKYO メンタ
ーカフェ」 

悩みや不安を抱える女性が、仕事や子育て等の経験
を持つ助言者「都民メンター」に気軽に相談できる場を
インターネット上で提供します。 

生活文化スポ
ーツ局 

186 男性の家事・育
児への参画 

ライフ・ワーク・バランスの実現のためには、女性も男性も
家事・育児分担や育休取得等についての意識改革が
重要なことから、夫婦が共に参加できるセミナー等を開
催し、都民への意識啓発を図ります。（再掲） 

生活文化スポ
ーツ局 

187 
☆ 

男性の家事・育
児参画に向けた
マインドチェンジプ
ロジェクト 

子育て中の夫婦、企業経営者・マネジメント層、若者
から親世代まであらゆる都民を対象に、Ｗｅｂサイト
「ＴＥＡＭ家事・育児」をはじめ、多様な媒体を活用
し、普及啓発のメッセージを発信。男性の家事・育児
参画に向け社会全体のマインドチェンジを促します。
(再掲) 

生活文化スポ
ーツ局 

188 普 及 啓 発 及 び
情 報 提 供 の 実
施 

「広報東京都」、都提供テレビ・ラジオ番組や都庁総
合ホームページ等の都政一般広報媒体等を活用し
て、男女平等参画推進のための普及啓発や情報提
供を行います。 

生活文化スポ
ーツ局 
政策企画局 

189 インターネットによ
る情報提供 

「東京都女性活躍推進ポータルサイト」、「TOKYO ラ
イフ・ワーク・バランス」により、効果的な情報発信を行っ
ていきます。加えて、東京ウィメンズプラザのホームページ
において、プラザ施設の予約、開催する講座の申込み
や図書類の予約・検索サービスを実施します。 

生活文化スポ
ーツ局 

190 年 次 報 告 の 公
表 

基本条例第 11 条に基づき年次報告を作成し、東京
の男女平等参画の状況及び男女平等参画施策の
実施状況等を公表します。加えて、データと施策を分
かりやすくまとめたパンフレットの作成及び配布を行いま
す。 

生活文化スポ
ーツ局 

191 東京ウィメンズプ
ラザ図書資料室
の運営 

都民の自己啓発、自主研究などを支援するため、関
連図書、行政資料等を収集し、提供します。 

生活文化スポ
ーツ局 

192 女性団体との交
流 

都民・団体・行政が交流を深めながら、男女平等参
画社会の実現について考える場を提供します。 

生活文化スポ
ーツ局 
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■  都民・事業者の取組 

ア 情報の発信と普及啓発  

〇 職域や地域等での様々な活動等を通じて、女性の活躍推進や男女平等参
画に関する情報を提供していきます。 

〇 各団体内において、女性の活躍推進や男女平等参画に関する意識啓発を
進めます。 

番号 項目 概  要 団体名 

164 周知・普及啓発 男女平等参画を推進する社会づくりに向けて、政府や東
京都等の周知・啓発に協力します。

商工会議所 

165 周知・普及啓発 男女平等参画事業について、地域の総合経済団体として
積極的に取り組みます。
（１）定期的に開催している傘下商工会の事務局長を
対象とした連絡会議等において、都より講師を招聘し、本
事業についての説明・研修を実施します。
（２）多摩地域を中心とした商工会の理事会や各種部
会、青年部・女性部等への啓蒙普及のため講習会等を実
施します。

商工会連合
会 

166 周知・普及啓発 毎年定期的に開催している加盟地域団体の事務局長を
対象とした連絡会議等において、都と共催で外部講師によ
る研修会を実施します。また、地域団体の普及啓発の取
組を支援します。

工業団体連
合会

167
☆

周知・普及啓発 女性の活躍推進や男女平等参画に関する意識啓発を随
時実施します。

工業団体連
合会

168
☆

周知・普及啓発 東京都の審議会等に女性部から委員を派遣するとともに、
東京都や区の男女平等参画推進関係の施策告知に協
力するなど、行政との関係強化を図ります。

中小企業家
同友会

169 周知・普及啓発 （１）協会の各種委員会や総会等で情報伝達をしま
す。
（２）会報、ホームページ等で情報を提供します。

看護協会

170 周知・普及啓発 当連盟の会員法人において、多くの大学がダイバーシティの
宣言や、LGBT の相談室の設置に取り組み始めていること
から、ダイバーシティ＆インクルージョン教育はどう展開すべき
か、その試みを情報提供し、議論する機会を作ります。

私大連盟

171 周知・普及啓発 「商店街ニュース」及びホームページを使い啓発活動に努め
会員の理解を深めます。東京都の男女平等参画推進に
関する情報提供を行います。(再掲)

商店街振興
組合連合会
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番号 項目 概  要 団体名 

172 周知・普及啓発 協会の会報等を活用して、男女平等参画に関する情報を
提供します。

書籍出版協
会

173
☆

周知・普及啓発 男女平等参画について、『出版倫理協議会』において、行
政や他の機関との連携に取り組みます。また、『東京都青
少年の健全な育成に関する条例』の遵守、女性やマイノリ
ティへの差別的な表現の自主規制に向けて取り組みます。

雑誌協会

174 周知・普及啓発 春季生活闘争の取組として 3.8 国際女性デーを実施しま
す。

連合東京

175 周知・普及啓発 女性政策の重要性を訴えるキャンペーン活動を実施しま
す。

連合東京

176 周知・普及啓発 機関誌を通して、男女平等参画に関する情報提供を行い
ます。特に、具体的な実施例を掲載していきます。

地域婦人団
体連盟

177 周知・普及啓発 内閣府や東京都からの情報などを「男女平等参画・人事
諸制度担当者連絡会」メンバーに配信し、情報の共有を
進めます。

生協連合会

178 周知・普及啓発 年間２回開催する「男女平等参画・人事諸制度担当者
連絡会」で、会員生協の年度方針における男女平等参画
に係る課題の進捗状況も含めた情報交流を進めます。

生協連合会

179 研修・セミナー等
の開催

男女共同参画推進のための環境整備を図るための諸課
題について、検討成果を加盟大学に還元するとともに、加
盟大学における先進的な取組に係る情報の共有を図るた
め、シンポジウムを開催します。

私大連盟

180 研修・セミナー等
の開催

学校管理者や人事労務担当者を対象に就業規則・労働
契約・人事問題について、男女平等参画の視点を踏まえ
て、その対応と解決のための研修を実施します。(再掲)

専修学校各
種学校協会

181 研修・セミナー等
の開催

家庭教育の中で、保護者から子供たちへ男女の協働等の
理解を進める研修会を企画します。

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会

182 キャリア教育の支
援

女性のための活動「夢を拓く 女子中高生のためのキャリア・
サポート」の開催
知識や手本を得ることで、女児がエンパワーされ、キャリア・
ゴールを追求し、その潜在能力を発揮できるよう、その機会
を提供します。

国際ソロプチミ
ストアメリカ日
本東リジョン
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■  都民・事業者の取組 

ア 情報の発信と普及啓発  

〇 職域や地域等での様々な活動等を通じて、女性の活躍推進や男女平等参
画に関する情報を提供していきます。 

〇 各団体内において、女性の活躍推進や男女平等参画に関する意識啓発を
進めます。 

番号 項目 概  要 団体名 

164 周知・普及啓発 男女平等参画を推進する社会づくりに向けて、政府や東
京都等の周知・啓発に協力します。

商工会議所 

165 周知・普及啓発 男女平等参画事業について、地域の総合経済団体として
積極的に取り組みます。
（１）定期的に開催している傘下商工会の事務局長を
対象とした連絡会議等において、都より講師を招聘し、本
事業についての説明・研修を実施します。
（２）多摩地域を中心とした商工会の理事会や各種部
会、青年部・女性部等への啓蒙普及のため講習会等を実
施します。

商工会連合
会 

166 周知・普及啓発 毎年定期的に開催している加盟地域団体の事務局長を
対象とした連絡会議等において、都と共催で外部講師によ
る研修会を実施します。また、地域団体の普及啓発の取
組を支援します。

工業団体連
合会

167
☆

周知・普及啓発 女性の活躍推進や男女平等参画に関する意識啓発を随
時実施します。

工業団体連
合会

168
☆

周知・普及啓発 東京都の審議会等に女性部から委員を派遣するとともに、
東京都や区の男女平等参画推進関係の施策告知に協
力するなど、行政との関係強化を図ります。

中小企業家
同友会

169 周知・普及啓発 （１）協会の各種委員会や総会等で情報伝達をしま
す。
（２）会報、ホームページ等で情報を提供します。

看護協会

170 周知・普及啓発 当連盟の会員法人において、多くの大学がダイバーシティの
宣言や、LGBT の相談室の設置に取り組み始めていること
から、ダイバーシティ＆インクルージョン教育はどう展開すべき
か、その試みを情報提供し、議論する機会を作ります。

私大連盟

171 周知・普及啓発 「商店街ニュース」及びホームページを使い啓発活動に努め
会員の理解を深めます。東京都の男女平等参画推進に
関する情報提供を行います。(再掲)

商店街振興
組合連合会
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（４）社会制度・慣行の見直し 
■ 現状・課題 

〇 令和２年 11 月に実施した「男女平等参画に関する世論調査」において、
様々な分野における男女の地位の平等感を聞いたところ、「社会通念・習慣・
しきたりなど」における男女の地位については 76.4％が「男性の方が優遇
されている」と考えています(図Ⅱ-5)。 

〇 また、「法律や制度」における男女の地位の平等感については 51.4％が
「男性の方が優遇されている」と答えています。 

〇 高度経済成⾧期における片働きが一般的であった時代に形成された、夫
が働いて収入を得て、妻は専業主婦、子どもは２人の４人世帯という家族
構成が「標準世帯」と呼ばれ、家計の税や社会保障の給付・負担などを計
算する上でのモデルケースとして扱われていますが、現在は、高齢者のみ
の世帯や単身世帯、夫婦共働きの世帯なども日本の総世帯数の相当の割合
を占めているなど、状況は大きく変化しています。 

〇 家族に関する法制については、婚姻後も仕事を続ける女性が大半となっ
ていることなどを背景に、婚姻前の氏を引き続き使えないことが婚姻後の
生活や仕事の支障となっているなど、様々な意見があります。 

〇 男女が能力を十分発揮して多様な生き方を選択できる柔軟な社会の仕組
みづくりのためにも、従来の社会制度や慣習・慣行について、男女平等参
画の視点から見直しや改善を図る必要があります。 
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(図Ⅱ-5)男女の地位の平等感(東京都) 

 
 
 (注 1)「男性 の方が 優遇さ れてい る」 は「男性 の方が 非常に 優遇さ れてい る」、「どち らかと いえば 男性の 方が優 遇さ れている 」の合 計。  

「女性の 方が優 遇され ている 」は「 女 性の方が 非常に 優遇さ れてい る」、「 ど ちらかと いえば 女性の 方が優 遇され て いる」の 合計。  

資料:東京都生活文化局「令和２年度男女平等参画に関する世論調査」より作成 
 

■ 取組の方向性 

〇 男女で取扱いの異なる社会制度や慣習・慣行について男女平等参画の視
点から見直すなど改善を図ります。 

〇 社会制度や慣行が固定的な性別役割分担意識等や性差に関する偏見等に
より男女に中立に機能しない場合には是正に取り組みます。 

 

■ 都の施策 

ア 都庁内における対応 

〇 男女で取扱いの異なる社会制度や慣習・慣行について、男女平等参画の
視点から、見直しに向け、理解を求めていきます。 

〇 都の施策の企画・立案の段階から、男女平等参画の視点を踏まえて推進
するよう努めていきます。 

〇 都庁内の会議や研修を通して、社会制度や慣行について、男女平等参画
の視点から理解を求めていきます。 

 

（４）社会制度・慣行の見直し 
■ 現状・課題 

〇 令和２年 11 月に実施した「男女平等参画に関する世論調査」において、
様々な分野における男女の地位の平等感を聞いたところ、「社会通念・習慣・
しきたりなど」における男女の地位については 76.4％が「男性の方が優遇
されている」と考えています(図Ⅱ-5)。 

〇 また、「法律や制度」における男女の地位の平等感については 51.4％が
「男性の方が優遇されている」と答えています。 

〇 高度経済成⾧期における片働きが一般的であった時代に形成された、夫
が働いて収入を得て、妻は専業主婦、子どもは２人の４人世帯という家族
構成が「標準世帯」と呼ばれ、家計の税や社会保障の給付・負担などを計
算する上でのモデルケースとして扱われていますが、現在は、高齢者のみ
の世帯や単身世帯、夫婦共働きの世帯なども日本の総世帯数の相当の割合
を占めているなど、状況は大きく変化しています。 

〇 家族に関する法制については、婚姻後も仕事を続ける女性が大半となっ
ていることなどを背景に、婚姻前の氏を引き続き使えないことが婚姻後の
生活や仕事の支障となっているなど、様々な意見があります。 

〇 男女が能力を十分発揮して多様な生き方を選択できる柔軟な社会の仕組
みづくりのためにも、従来の社会制度や慣習・慣行について、男女平等参
画の視点から見直しや改善を図る必要があります。 
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〇 選択的夫婦別姓など都では変えることが難しい社会制度等については、
国への積極的な提案を検討します。  

番号 事業名 事業概要 所管局 

193 都職員の旧姓
使用

旧姓を使用することにより法令上又は実務上支障が
生じると認められるものを除き、都職員の申出により、
旧姓を使用することができます。

総務局
各局

194 庁内広報紙作
成のポイント

男女平等参画の視点に立った広報紙・誌、ポスター等
を作成するよう庁内に情報提供等を行います。

生活文化スポ
ーツ局

195 男女平等参画
推進会議の運
営

都における男女平等参画の促進に関する施策を総合
的かつ効果的に推進するため、関係各局部長を委員
とする男女平等参画推進会議を運営します。

生活文化スポ
ーツ局

 

■  都民・事業者の取組 

ア 制度・慣行の見直し  

〇 社会における様々な活動や地域活動等において、男女で取扱いの異なる
慣行等の見直しを図ります。 

〇 各団体内で、社会制度や慣行が固定的な性別役割分担意識等や性差に関
する偏見等により男女に中立に機能しない場合、必要な見直しに取り組み
ます。 

番号 項目 概  要 団体名 

183 制度・慣行の見
直し検討

男女平等参画の視点から、協会内の制度や慣行の見直
しを検討します。

書籍出版協
会 

184 制度・慣行の見
直し検討

「男女平等参画・人事諸制度担当者連絡会」の中で、Ｎ
ＰＯや地域での取組の学習や情報提供を進めるとともに、
生協職員を対象とした学習会等でもテーマとして取り上げ
ることの検討を進めます。

生協連合会 
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２ 教育・学習の充実 
 

（１）学校での男女平等 
■ 現状・課題 

〇 男女が共に自立して個性や能力を発揮できる男女平等参画社会を実現す
るためには、子供の頃から男女平等参画の理解を促していくことが重要で
す。そのためには、教育・学習を欠かすことができません。 

〇 都の「男女平等参画に関する世論調査」で、様々な分野における男女の
地位の平等感を尋ねたところ、「全体として」の平等が 19.5％だったのに
対し「学校教育」については、67.5％が平等と回答しています。 

〇 文部科学省「学校基本調査」によると、東京都の女性の大学進学率 70.3％
と男性の 62.8％を上回っており、女性の大学進学率が男性の大学進学率を
上回っています。学校教育においては、児童・生徒・学生が男女の互いの
違いを認めつつ、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観
念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）にとらわれずに、そ
れぞれの個性と能力を伸ばすことができるよう、男女平等教育を適切に推
進していく必要があります(図Ⅱ-6)。 

〇 教員の言動は、児童・生徒・学生の進路選択やキャリア形成等に影響す
る可能性があるとともに、教員自身が児童・生徒・学生の身近な働き方・
暮らし方のロールモデルの一つとなり得ることから、教職員の男女平等教
育についての認識を高めていくとともに、女性の管理職登用の促進を図る
ことも必要です。特に学校⾧など管理職は学校運営に影響を与えることか
ら、男女平等に関する高い意識を持つことが必要です。 

〇 性的少数者の児童・生徒・学生が在籍していることも想定し、性自認及
び性的指向等、性の多様性に関する理解を深めるなど、きめ細かな取組が
必要です。 

〇 都立高校の入学者選抜では、全日制普通科（学年制）において男女別定
員を設けているため、男女間で合格最低点に差が生じています。このため、
募集人員の１割について、男女合同の総合成績により合格者を決定する緩
和措置を、令和 3 年度入学者選抜においては対象校 110 校のうち 42 校で
実施しています。 
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〇 選択的夫婦別姓など都では変えることが難しい社会制度等については、
国への積極的な提案を検討します。  

番号 事業名 事業概要 所管局 

193 都職員の旧姓
使用

旧姓を使用することにより法令上又は実務上支障が
生じると認められるものを除き、都職員の申出により、
旧姓を使用することができます。

総務局
各局

194 庁内広報紙作
成のポイント

男女平等参画の視点に立った広報紙・誌、ポスター等
を作成するよう庁内に情報提供等を行います。

生活文化スポ
ーツ局

195 男女平等参画
推進会議の運
営

都における男女平等参画の促進に関する施策を総合
的かつ効果的に推進するため、関係各局部長を委員
とする男女平等参画推進会議を運営します。

生活文化スポ
ーツ局

 

■  都民・事業者の取組 

ア 制度・慣行の見直し  

〇 社会における様々な活動や地域活動等において、男女で取扱いの異なる
慣行等の見直しを図ります。 

〇 各団体内で、社会制度や慣行が固定的な性別役割分担意識等や性差に関
する偏見等により男女に中立に機能しない場合、必要な見直しに取り組み
ます。 

番号 項目 概  要 団体名 

183 制度・慣行の見
直し検討

男女平等参画の視点から、協会内の制度や慣行の見直
しを検討します。

書籍出版協
会 

184 制度・慣行の見
直し検討

「男女平等参画・人事諸制度担当者連絡会」の中で、Ｎ
ＰＯや地域での取組の学習や情報提供を進めるとともに、
生協職員を対象とした学習会等でもテーマとして取り上げ
ることの検討を進めます。

生協連合会 
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(図Ⅱ-6)大学（学部）・短期大学（本科）への進学率（過年度高卒者を含む）の推移（東京都） 

 
資料:文部科学省「学校基本調査」より作成 

 

■ 取組の方向性 

〇 学校においては、教育活動全体を通じて、組織的・計画的に男女平等教
育を推進します。 

〇 都には全国から大学生が集中しており、それらの学生に対して、男女平
等参画に関する発信をしていきます。 

〇 人権尊重を基盤にした男女平等参画社会の実現のため、学校、家庭、地
域、職場等あらゆる場において、相互連携を図りつつ、男女平等参画を推
進する教育・学習の充実を図ります。 
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■ 都の施策 

ア 学校での男女平等 

〇 学校において、個性を伸ばす教育を実践し、男女平等参画の考え方を身
につけた児童・生徒を育成していきます。また、性には多様性があり、互
いに尊重し合うことが大切であることを踏まえ、教員が日々の指導を行っ
ていきます。 

〇 固定的性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイア
ス）などの固定観念の払拭等には、早期からの教育が効果的なため、教育
現場での啓発を行います。 

〇 男女とも一人一人が性別に捉われない勤労観・職業観を身に付けるとと
ともに、主体的に進路を選択決定する能力、態度を育成していきます。 

〇 教員に対して、男女平等参画への理解を推進するための研修や情報提供
を行います。 

〇 都立高校において、より男女平等な入学者選抜を目指します。中学校の
進路指導に与える影響が大きいこと等を考慮しつつ、早期に緩和実施校の
規模の拡大等に取り組み、その結果を踏まえて、男女合同による入学者選
抜への移行を進めます。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

196 学校における人
権教育の実施 

学校が、学習指導要領を踏まえ、「東京都男女平等
参画基本条例」に基づき、教育活動全体を通して組
織的・計画的に適正な男女平等教育を実施するよ
う、指導計画の作成など指導内容の改善のための指
導・助言を行います。 

教育庁 

職層に応じた人権教育研究協議会を実施します。 
区市町村教育委員会等との連携を通し、人権教育
指導推進委員会を開催し、研究・協議を行います。 
各学校における校内研修等で活用するよう、人権教
育の手引である「人権教育プログラム」に適正な指導
資料を掲載します。 

  

 

(図Ⅱ-6)大学（学部）・短期大学（本科）への進学率（過年度高卒者を含む）の推移（東京都） 

 
資料:文部科学省「学校基本調査」より作成 
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番号 事業名 事業概要 所管局 

197 人 権 教 育 に 関
する指導内容や
方法の改善・充
実 

各学校で、学習指導要領を踏まえ、「東京都男女平
等参画基本条例」に基づき、教職員が男女平等教
育について正しい理解と認識を深め、指導内容や方
法の改善、充実、効果的な教材の開発等を行うよう
校内研修を支援します。 

教育庁 

全都の公立学校の中から人権尊重教育推進校を指
定し、その研究・実践の成果を全都に普及します。 

198 
☆ 

保 育 体 験 活 動
についての指導・
助言 

東京都高等学校家庭科教育研究会等において、ブッ
クレット「子育て理解教育の推進～理論と実践事例
～」の活用方法及び教科指導における保育体験活
動についての指導・助言を行い、各学校における保育
体験活動の拡大を図ります。 

教育庁 

199 インターンシップの
推進 

就業体験を通じて、社会的・職業的自立に必要な能
力や態度を育成するため、これまでのインターンシップ実
施校の実績を踏まえ、インターンシップを効果的に推進
するとともに、就業体験の受入先の開拓を進めます。 

教育庁 

200 中 学 生 の 職 場
体験の推進 

中学生が、５日間程度学校を離れて地域の商店及
び企業、公的施設などの職場で実際に仕事を体験す
ることを通して、男女平等参画社会の一員としての自
覚を促すとともに、一人一人の社会的・職業的自立に
向け、必要な基盤となる能力や態度を育成します。 

教育庁 

201 進 路 指 導 の 充
実 

学校が、キャリア教育の視点に立った進路指導の内容
及び方法の工夫･改善を図り、組織的・計画的に推
進できるよう支援します。 

教育庁 

202 教 職 員 へ の 人
権研修の実施 

人権課題「女性」等について、今日の人権教育推進
に関わる国際的な動向や東京都教育委員会の基本
的な考え方、当面する人権教育推進上の諸課題につ
いて理解を深め、各学校における具体的な推進を図る
ことができるよう、教職員への研修を実施します。 

教育庁 

203 都立高校におけ
る 男 女 別 定 員
制の緩和 

男女合同選抜へ移行するまでの間、定員の１割につ
いて男女合同で合格者決定を行う学校の規模や、男
女合同で合格者決定を行う割合の拡大に取り組みま
す。 

教育庁 
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■  都民・事業者の取組 

ア 年代に応じた男女平等への理解促進  

〇 私立学校等においても、個性を伸ばす教育を実践し、男女平等参画の考
え方を身につけた児童・生徒・学生を育成していきます。 

〇 性には多様性があり、互いに尊重し合うことが大切であることを、児童・
生徒の発達段階に即して正しく理解できるよう取り組みます。 

番号 項目 概  要 団体名 

185 男女平等参画意
識の啓発

男女平等の考えの徹底及び意識の向上
教育活動のあらゆる場において、その意識を高めます。

私立初等学
校協会 

186 男女平等参画意
識の啓発

シンポジウムの開催等を通じ、男女共同参画社会の実現
を担う次世代育成に係る事例報告を通じた情報の共有を
行います。

私大連盟 

187 男女平等参画意
識の啓発

学校現場での男女平等参画の促進
（１）男女平等の理念を推進する学校教育及び家庭教
育の充実を図ります。
（２）男女がともに家庭生活及び食生活の重要性を確
認し、向上に努めるよう意識啓発に努めます｡

小学校ＰＴ
Ａ協議会

188 男女平等参画意
識の啓発

学校における男女平等の視点での教育について協力や働
きかけを行います。

公立中学校
ＰＴＡ協議
会

189 男女平等参画意
識の啓発

子供たちが、男女を問わず、地域を問わない社会での活躍
に向けて充実した教育を受けるため、国や東京都、各区市
町村の教育行政に格差のない教育環境の拡充・充実を
働きかける必要があります。そのために、都内の公立中学校
すべてのＰＴＡ団体とつながり、各ＰＴＡから出される
様々な要望を集約します。

公立中学校
ＰＴＡ協議
会

190 進路指導 就職を目指している子供とその保護者に向けて、働く場に
おける男女平等参画を促進している企業の情報を収集・
提供します。

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会

191 周知・普及啓発 「看護の魅力」普及啓発の推進
（１） 広報誌の発行
（２） 中学生・高校生・社会人の一日看護体験の実
施
（３） 看護学校への進路相談

看護協会

 

番号 事業名 事業概要 所管局 

197 人 権 教 育 に 関
する指導内容や
方法の改善・充
実 

各学校で、学習指導要領を踏まえ、「東京都男女平
等参画基本条例」に基づき、教職員が男女平等教
育について正しい理解と認識を深め、指導内容や方
法の改善、充実、効果的な教材の開発等を行うよう
校内研修を支援します。 

教育庁 

全都の公立学校の中から人権尊重教育推進校を指
定し、その研究・実践の成果を全都に普及します。 

198 
☆ 

保 育 体 験 活 動
についての指導・
助言 

東京都高等学校家庭科教育研究会等において、ブッ
クレット「子育て理解教育の推進～理論と実践事例
～」の活用方法及び教科指導における保育体験活
動についての指導・助言を行い、各学校における保育
体験活動の拡大を図ります。 

教育庁 

199 インターンシップの
推進 

就業体験を通じて、社会的・職業的自立に必要な能
力や態度を育成するため、これまでのインターンシップ実
施校の実績を踏まえ、インターンシップを効果的に推進
するとともに、就業体験の受入先の開拓を進めます。 

教育庁 

200 中 学 生 の 職 場
体験の推進 

中学生が、５日間程度学校を離れて地域の商店及
び企業、公的施設などの職場で実際に仕事を体験す
ることを通して、男女平等参画社会の一員としての自
覚を促すとともに、一人一人の社会的・職業的自立に
向け、必要な基盤となる能力や態度を育成します。 

教育庁 

201 進 路 指 導 の 充
実 

学校が、キャリア教育の視点に立った進路指導の内容
及び方法の工夫･改善を図り、組織的・計画的に推
進できるよう支援します。 

教育庁 

202 教 職 員 へ の 人
権研修の実施 

人権課題「女性」等について、今日の人権教育推進
に関わる国際的な動向や東京都教育委員会の基本
的な考え方、当面する人権教育推進上の諸課題につ
いて理解を深め、各学校における具体的な推進を図る
ことができるよう、教職員への研修を実施します。 

教育庁 

203 都立高校におけ
る 男 女 別 定 員
制の緩和 

男女合同選抜へ移行するまでの間、定員の１割につ
いて男女合同で合格者決定を行う学校の規模や、男
女合同で合格者決定を行う割合の拡大に取り組みま
す。 

教育庁 
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番号 項目 概  要 団体名 

192 周知・普及啓発 当連盟における「財務・人事担当理事者会議」において、
多様な働き方や女性研究者のサポート等をテーマに協議し
ます。様々な事例をもとに、加盟校に情報提供し、議論の
機会をつくります。特に科学分野で学ぶ女性が少ないことか
ら、その先進的な取組を紹介します。

私大連盟

193 周知・普及啓発 （１）教職員を対象に、男女平等参画の観点から教育
の現場において必要な教育指導方法・生活指導方法・カ
ウンセリングの基礎と実習等の研修を実施します。
（２）教職員を対象に青年期の心理を理解するために
「カウンセリング」研修を実施します。
（３）進路指導担当者を対象に、企業団体等と連携を
図り、均等な雇用機会の確保のための理解を深める事業
を実施します。(再掲)

専修学校各
種学校協会

194 周知・普及啓発 各学校に、男女が共同で子供にかかわることをテーマにした
研修会・講習会・講演会等実施の検討を働きかけます。

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会

195 周知・普及啓発 家庭と学校が協力して、男女平等参画の重要性を理解
し、そのための意識改革に努めます。
ＰＴＡ協議会において講演会を行うなど、積極的に男女
平等参画をテーマとします。

公立高等学
校定通ＰＴ
Ａ連合会

196 周知・普及啓発 （１）学校におけるボランティア福祉教育とボランティア活
動を通して、子供たちのボランティア活動への関心を高め、
男女の人権や介護、国際理解等についての理解を促進し
ます。
（２）学校等における市民学習の推進方策の検討を行
います。
（３）学校等での市民学習・福祉教育が円滑に行われ
るよう、学校や区市町村ボランティアセンターの支援を行い
ます。

ボランティア・
市民活動セン
ター

197 地域での教育 人間形成の基礎を培う幼児期において、子供たちの自主と
共同の態度や思いやりを育てるため、保護者に対し、研修
会を実施します。

私立幼稚園
ＰＴＡ連合
会

198 地域での教育 ＰＴＡ活動を通して、男女平等参画の考え方を広めま
す。
年間の活動の中で、男女平等に関する講演会を実施し、
日常生活において男女平等参画の必要性を説きます。

私立初等学
校父母の会
連合会
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番号 項目 概  要 団体名 

199 地域での教育 子育てを親がひとりで抱え込まないように、家庭の子育てを
中心に、家庭での問題、クラスや学校生活での問題、学力
の問題等、保護者同士、あるいは親と教師がつながり問題
解決ができる場を提供するため、研修会やＰＴＡの広場
を実施します。(再掲) 

小学校ＰＴ
Ａ協議会 

200 地域での教育 男女が共同で子供にかかわるということを学習する場の提
供を考えます。男女が協力して、思春期の子供にかかわる
上で必要なスキルを獲得するため研修会・講演会を開催し
ます。 

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会 

201 地域での教育 （１）障害があっても子供たちがひとりの人間として尊ば
れ、人権意識や男女平等感覚を学校の様々な場で育て
られるよう、ＰＴＡ活動や卒業後のアフターケア等での機
会を捉え、取り組んでいきます。 
（２）障害があっても子供たちがひとりの人間として地域に
受け入れられ、人権・男女平等の理念のもとに尊ばれるよ
う、団体として様々な機会に発言していきます。 
（３）障害者に対する偏見をなくし、障害者への差別が
なくなるように様々な機会に団体として発信していきます。 

特別支援学
校ＰＴＡ連
合会 

202 地域での教育 （１）各クラブより選出された男女高校生約 100 名によ
るユース・フォーラムを隔年で開催し、これからの社会を担う
若い女性のリーダーシップの育成及び女性の社会での活躍
のための素地としての意識を持つことを促します。                                      
（２）高校生に対しての奨学金制度を実施します。 

国際ソロプチミ
ストアメリカ日
本東リジョン 
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番号 項目 概  要 団体名 

192 周知・普及啓発 当連盟における「財務・人事担当理事者会議」において、
多様な働き方や女性研究者のサポート等をテーマに協議し
ます。様々な事例をもとに、加盟校に情報提供し、議論の
機会をつくります。特に科学分野で学ぶ女性が少ないことか
ら、その先進的な取組を紹介します。

私大連盟

193 周知・普及啓発 （１）教職員を対象に、男女平等参画の観点から教育
の現場において必要な教育指導方法・生活指導方法・カ
ウンセリングの基礎と実習等の研修を実施します。
（２）教職員を対象に青年期の心理を理解するために
「カウンセリング」研修を実施します。
（３）進路指導担当者を対象に、企業団体等と連携を
図り、均等な雇用機会の確保のための理解を深める事業
を実施します。(再掲)

専修学校各
種学校協会

194 周知・普及啓発 各学校に、男女が共同で子供にかかわることをテーマにした
研修会・講習会・講演会等実施の検討を働きかけます。

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会

195 周知・普及啓発 家庭と学校が協力して、男女平等参画の重要性を理解
し、そのための意識改革に努めます。
ＰＴＡ協議会において講演会を行うなど、積極的に男女
平等参画をテーマとします。

公立高等学
校定通ＰＴ
Ａ連合会

196 周知・普及啓発 （１）学校におけるボランティア福祉教育とボランティア活
動を通して、子供たちのボランティア活動への関心を高め、
男女の人権や介護、国際理解等についての理解を促進し
ます。
（２）学校等における市民学習の推進方策の検討を行
います。
（３）学校等での市民学習・福祉教育が円滑に行われ
るよう、学校や区市町村ボランティアセンターの支援を行い
ます。

ボランティア・
市民活動セン
ター

197 地域での教育 人間形成の基礎を培う幼児期において、子供たちの自主と
共同の態度や思いやりを育てるため、保護者に対し、研修
会を実施します。

私立幼稚園
ＰＴＡ連合
会

198 地域での教育 ＰＴＡ活動を通して、男女平等参画の考え方を広めま
す。
年間の活動の中で、男女平等に関する講演会を実施し、
日常生活において男女平等参画の必要性を説きます。

私立初等学
校父母の会
連合会
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番号 項目 概  要 団体名 

203 地域での教育 幅広い関係機関、団体とのネットワークと協働の促進
（１）男女が共に参加できるボランティア、市民活動の情
報提供と相談活動を推進します。
①多様な領域のボランティア、市民活動の情報を情報誌
（ネットワーク）やインターネット等で提供します。
②ボランティア活動への参加やＮＰＯの設立・運営につい
て相談を行います。
（２）研修・講座を開催し、多様な人たちの参画による
市民社会を目指します。
①男女及びシニア、企業人等のボランティア、市民活動へ
の参加促進のための研修を行います。
②ボランティア、市民活動の体験プログラムを企画し、介護
体験、育児体験など多様な参加促進の機会を提供しま
す。
（３）子供たちがボランティア活動等に参加し、地域社会
の中で健全に発達していく機会をつくります。
・地域の中で、子供たちが健全な発達をしていくため、教育
関係者やボランティア・ＮＰＯとの連携、協力のもとで多様
なボランティア活動への参加機会をつくります。
（４）企業との協働によるＮＰＯ支援、地域貢献プログ
ラムを推進します。
（５）音訳、精神保健、日本語ボランティア等のグルー
プ、団体のネットワークの構築支援を行います。
（６）市民社会をつくるボランタリーフォーラムＴＯＫＹＯ
の企画及び開催によるネットワークを推進します。

ボランティア・
市民活動セン
ター

204 家庭での教育 幼児期に男女平等の意識の芽生えを培うため家庭環境の
工夫を図ります。
（１）大人が無意識に使ってしまう「男の子（あるいは女
の子）のくせに」、「男の子（あるいは女の子）なんだから」
といった言動や思い込みを見直します。
（２）遊びや遊具、友達関係に対して、性別による枠や
価値観を押し付けないようにします。

公立幼稚園･
こども園ＰＴ
Ａ連絡協議
会

205 看護職の教育 看護の専門性向上のための教育
（１）各種研修会の実施
（２）必要な情報の提供

看護協会
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（２）若者のキャリア教育の推進 
■ 現状・課題 

〇 人生百年時代、テクノロジーの急速な進展等により、これまでの価値観
や暮らし方・働き方の変化のスピードは加速度を増しています。人々はこ
れから先、これまでのロールモデルに頼ることのできない不確実な時代を
生きることになり、これまで以上に様々な場面において、人生の選択の機
会が増加するものと考えられています。 

〇 しかし、社会環境が大きく変化する中にあっても社会に根強く残る固定
的性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）は
様々な選択を限定的なものにし、男性の職業、女性の職業など固定的な観
念を生み出す一因となっています。 

〇 例えば、理工分野は女性の参画が進むことにより、多様な研究・技術開
発等も期待される分野ですが、「女性は文系」という固定的性別役割分担意
識もあり、文理選択、学部選択等の段階で女性の選択肢に入りにくい傾向
があります(図Ⅱ-7,8)。 

〇 また、看護師や介護士に男性が少ないことや建築・土木業に女性が少な
いことも、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャ
ス・バイアス）が大きな要因となっていると考えられます。 

〇 急速に変化する時代において、女性も男性も、一人一人が自らの希望や
意思に基づき、選択を行う力を身に付けることが重要となります。そこで
有効となるのが、自ら主体的に考え、行動し、振り返り、未来を描くキャ
リアデザインです。 

〇 キャリアデザインを繰り返し行うことで、結婚、就職、出産、育児とい
った人生のライフイベントや多様な生き方・働き方を理解するだけでなく、
進路選択や職業選択の場面において、固定的性別役割分担意識を打ち破り、
性別に左右されず、自らの意思や希望に応じた選択を可能とします。 

〇 若者に対し、社会的・職業的自立に向けた情報提供や性別に左右されず
自らの希望に応じた生き方・働き方を選択できるような普及啓発が必要で
す。 
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番号 項目 概  要 団体名 

203 地域での教育 幅広い関係機関、団体とのネットワークと協働の促進
（１）男女が共に参加できるボランティア、市民活動の情
報提供と相談活動を推進します。
①多様な領域のボランティア、市民活動の情報を情報誌
（ネットワーク）やインターネット等で提供します。
②ボランティア活動への参加やＮＰＯの設立・運営につい
て相談を行います。
（２）研修・講座を開催し、多様な人たちの参画による
市民社会を目指します。
①男女及びシニア、企業人等のボランティア、市民活動へ
の参加促進のための研修を行います。
②ボランティア、市民活動の体験プログラムを企画し、介護
体験、育児体験など多様な参加促進の機会を提供しま
す。
（３）子供たちがボランティア活動等に参加し、地域社会
の中で健全に発達していく機会をつくります。
・地域の中で、子供たちが健全な発達をしていくため、教育
関係者やボランティア・ＮＰＯとの連携、協力のもとで多様
なボランティア活動への参加機会をつくります。
（４）企業との協働によるＮＰＯ支援、地域貢献プログ
ラムを推進します。
（５）音訳、精神保健、日本語ボランティア等のグルー
プ、団体のネットワークの構築支援を行います。
（６）市民社会をつくるボランタリーフォーラムＴＯＫＹＯ
の企画及び開催によるネットワークを推進します。

ボランティア・
市民活動セン
ター

204 家庭での教育 幼児期に男女平等の意識の芽生えを培うため家庭環境の
工夫を図ります。
（１）大人が無意識に使ってしまう「男の子（あるいは女
の子）のくせに」、「男の子（あるいは女の子）なんだから」
といった言動や思い込みを見直します。
（２）遊びや遊具、友達関係に対して、性別による枠や
価値観を押し付けないようにします。

公立幼稚園･
こども園ＰＴ
Ａ連絡協議
会

205 看護職の教育 看護の専門性向上のための教育
（１）各種研修会の実施
（２）必要な情報の提供

看護協会
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(図Ⅱ-7)大学生の学部別構成比（全国） 

 
資料：文部科学省「令和２年度学校基本調査」より作成 

 

(図Ⅱ-8)専門分野別に見た大学等の研究本務者の推移（女性、全国）  

 
資料：総務省「科学技術研究調査」 

令和２年版男女共同参画白書より作成 
 

 

 

女性
（ ）

男性
（ ）

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 商船 家政 教育 芸術 その他

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

薬学・看護等

その他
（心理学・家政等）
人文科学

医学・歯学

社会科学

農学

理学

工学
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■  取組の方向性 

〇 若者のキャリア教育を推進し、就業前の若いうちから、社会構造のあり
方を視野にいれ、将来への長期的視点に立ったキャリアデザインを行う機
会を支援します。 

〇 都には全国から大学生が集中しており、それらの学生に対して、男女平
等参画に関する発信を行います。 

 

■  都の施策 

ア 若者のキャリア教育の推進  

〇 都内大学等への普及活動を推進し、若者の生涯を通じたキャリアデザイ
ン意識を醸成します。 

〇 若者に対し、社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる能力などを育
成し、介護・子育て等への啓発を行っていきます。 

〇 固定的性別役割分担意識や無意識の偏見にとらわれず活躍する多様なロ
ールモデルの紹介による普及啓発を行います。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

204 講義用教材の
普及によるキャリ
アデザイン意識
の醸成

大学等における講義での活用を前提にした教材「キャ
リアデザインコンテンツ」の普及により、就職前後の若者
のキャリアデザイン意識醸成を図ります。（再掲）

生活文化スポ
ーツ局

205
☆

キャリアデザイン
のための e ラーニ
ングコンテンツ提
供

スマートフォンやタブレット等で気軽に楽しみながらキャリ
アデザインについて知るサイト「ＷＩＬＬキャリッジ」を通
じて、高校生や大学生等がキャリアデザインについて考
えるきっかけとなる情報を発信します。（再掲）

生活文化スポ
ーツ局

206 中学生の職場
体験の推進

中学生が、５日間程度学校を離れて地域の商店及
び企業、公的施設などの職場で実際に仕事を体験す
ることを通して、男女平等参画社会の一員としての自
覚を促すとともに、一人一人の社会的・職業的自立に
向け、必要な基盤となる能力や態度を育成します。
(再掲)

教育庁
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(図Ⅱ-7)大学生の学部別構成比（全国） 

 
資料：文部科学省「令和２年度学校基本調査」より作成 

 

(図Ⅱ-8)専門分野別に見た大学等の研究本務者の推移（女性、全国）  

 
資料：総務省「科学技術研究調査」 

令和２年版男女共同参画白書より作成 
 

 

 

女性
（ ）

男性
（ ）

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 商船 家政 教育 芸術 その他

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

薬学・看護等

その他
（心理学・家政等）
人文科学

医学・歯学

社会科学

農学

理学

工学
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番号 事業名 事業概要 所管局 

207 現場体験型イン
ターンシップ

東京都立大学における特徴的なキャリア教育の一つと
して、1 年次から履修可能な体験型科目である「現場
体験型インターンシップ」を実施します。大学生活の早
い時期での現場体験により、環境、福祉、教育、経済
等、大都市の抱えるさまざまな課題及び自分自身の
課題について認識を深め、課題に主体的に取り組む
能力、社会人として必要な基礎的コミュニケーション能
力等を自ら養成することを目指します。

総務局
(東京都立
大学)

208
☆

募集広報活動
支援携帯端末
装置を活用した
募集活動の推
進

携帯端末装置を活用し、継続してオンラインによるセミ
ナーや相談会及び業務説明会等を実施し、全国各
地のより多くの就活生に対し効率的な募集活動を行
う。

東京消防庁

 

■  都民・事業者の取組 

ア 若者のキャリア教育の推進  

〇 各団体や大学等において、キャリアデザイン教育を実施していきます。 

番号 項目 概  要 団体名 

206 キャリア教育の支
援

若者のキャリア教育・就職について、大学等教育機関と連
携しながら、就業観の醸成を図るとともに中小企業の魅力
を発信し、ミスマッチ解消を目指します。

商工会議所 

207 キャリア教育の支
援

企業人による大学への出前講義等により、学生のキャリア
教育を支援します。

経営者協会 

208
☆

キャリア教育の支
援

多様な働き方推進委員会を中心に、若者サポートステー
ションなどと連携した職業体験や就業機会の提供、障害者
や性的少数者への理解を深める勉強会を実施します。

中小企業家
同友会

209
☆

キャリア教育の支
援

社会で活躍する人の講演を開き、自分の将来を考えるキャ
リアデザインの機会を支援します。

私立初等学
校協会

210 キャリア教育の支
援

教職員を対象に、男女参画の観点から教育の現場におい
て必要な教育指導方法・生活指導方法・カウンセリングの
基礎と実習の研修を実施します。(再掲)

専修学校各
種学校協会

211 キャリア教育の支
援

学校教育の中のキャリア教育に協力します。 公立高等学
校ＰＴＡ連
合会
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番号 項目 概  要 団体名 

212 キャリア教育の支
援

職場・学校・家庭の三者懇談会において起業家、自営業
者への講演会を実施します。

公立高等学
校定通ＰＴ
Ａ連合会

213
☆

キャリア教育の支
援

子ども・若者支援プラットフォームにおける事業計画の中で、
若者の就労を見据えた、職場体験・職業について学ぶ機
会等を実施します。

連合東京

214 キャリア教育の支
援

女性のための活動「夢を拓く 女子中高生のためのキャリア・
サポート」の開催
知識や手本を得ることで、女児がエンパワーされ、キャリア・
ゴールを追求し、その潜在能力を発揮できるよう、その機会
を提供します。(再掲)

国際ソロプチミ
ストアメリカ日
本東リジョン

215 キャリア形成・能
力開発支援

多摩地域の商工会等を中心に人材の確保や育成に課題
を抱えている中小企業、各種の支援機関・団体等、地域
の金融機関を構成メンバーとする「多摩地域ものづくり人材
確保支援協議会」により、就業を希望する女性、高齢者、
若者等を発掘し、ＯＡやビジネスマナー等の研修に加えて
ものづくりの現場での実習を実施することにより、ものづくり中
小企業の即戦力となる人事を育成します。さらに合同面接
会の開催等により、育成した人材と人手不足の中小企業
とのマッチングを図るとともに、その定着や採用できる体制づ
くりを支援して、中小企業の人材の確保・育成の課題解決
を図って地域経済の活性化を推進します。(再掲)

商工会連合
会

216 キャリア形成・能
力開発支援

中小企業経営者と人事総務担当者、及び女性管理職
候補、女子学生に向けて、女性の就業継続やキャリア形
成に成功している中小企業経営者の成功事例を水平展
開するための勉強会を定期的に行います。(再掲)

中小企業家
同友会
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番号 事業名 事業概要 所管局 

207 現場体験型イン
ターンシップ

東京都立大学における特徴的なキャリア教育の一つと
して、1 年次から履修可能な体験型科目である「現場
体験型インターンシップ」を実施します。大学生活の早
い時期での現場体験により、環境、福祉、教育、経済
等、大都市の抱えるさまざまな課題及び自分自身の
課題について認識を深め、課題に主体的に取り組む
能力、社会人として必要な基礎的コミュニケーション能
力等を自ら養成することを目指します。

総務局
(東京都立
大学)

208
☆

募集広報活動
支援携帯端末
装置を活用した
募集活動の推
進

携帯端末装置を活用し、継続してオンラインによるセミ
ナーや相談会及び業務説明会等を実施し、全国各
地のより多くの就活生に対し効率的な募集活動を行
う。

東京消防庁

 

■  都民・事業者の取組 

ア 若者のキャリア教育の推進  

〇 各団体や大学等において、キャリアデザイン教育を実施していきます。 

番号 項目 概  要 団体名 

206 キャリア教育の支
援

若者のキャリア教育・就職について、大学等教育機関と連
携しながら、就業観の醸成を図るとともに中小企業の魅力
を発信し、ミスマッチ解消を目指します。

商工会議所 

207 キャリア教育の支
援

企業人による大学への出前講義等により、学生のキャリア
教育を支援します。

経営者協会 

208
☆

キャリア教育の支
援

多様な働き方推進委員会を中心に、若者サポートステー
ションなどと連携した職業体験や就業機会の提供、障害者
や性的少数者への理解を深める勉強会を実施します。

中小企業家
同友会

209
☆

キャリア教育の支
援

社会で活躍する人の講演を開き、自分の将来を考えるキャ
リアデザインの機会を支援します。

私立初等学
校協会

210 キャリア教育の支
援

教職員を対象に、男女参画の観点から教育の現場におい
て必要な教育指導方法・生活指導方法・カウンセリングの
基礎と実習の研修を実施します。(再掲)

専修学校各
種学校協会

211 キャリア教育の支
援

学校教育の中のキャリア教育に協力します。 公立高等学
校ＰＴＡ連
合会
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キキャャリリアアデデザザイインンがが何何故故今今必必要要かか？？  

キャリアデザインとは自分なりのこれからの人生の見取り図 

を描くことです。一般的には、「働くこと」を含んだ見取り図を意味し、 

何を目指し、何を大事にして、どのように働こうか、といったことが含 

まれます。ただし、「キャリア＝働くこと」ではありません。人には、 

色々な理由で「働かない」「働けない」時があります。キャリアデザイ 

ンを一番広く捉えると、「働かない」「働けない」時を含めて、どう生き 

ていくかを考えることだと言えます。 

近年、自分で自分のキャリアをデザインすることの必要性が高まっています。それは、自

分のキャリアについて、自分自身で選択をする機会が増えてきたからです。これまで、キャ

リア形成は企業が主導してきましたが、最近では、従業員の意向、すなわち「あなたはどう

したいのか」を重視したキャリア形成を行う企業が増えています。１つの企業で働き続ける

にしても、キャリアを選択する場面が続くのです。 

また、働く上での選択肢も多様になってきました。例えば、いわゆる、正社員・パート／ア

ルバイトといった雇用形態だけでなく、複数の企業で働く副業や、通常よりも短い時間で働く

短時間正社員、といった働き方も出てきました。より多くの選択肢を視野に入れた上で、「自

分はどうしたいのか」を決める場面が増えています。 

  

今今かかららででききるるキキャャリリアアデデザザイインンのの第第一一歩歩 

「自分のキャリアをデザインしよう」と思った際に、どんなことができるでしょうか。まず

は、自分の「できること（得意なこと）」「やりたいこと」「働く上で大事なこと」を整理してみ

ましょう。「やりたいことはない」場合もあるでしょう。その時は、「できること（得意なこと）」

「働く上で大事なこと」を考えてみましょう。いつもこの３つが明確に整理できている必要は

ありません。 

整理する際には、自分自身の思い込みに気をつけましょう。思い込みは「〇〇しかない」「〇

〇にちがいない」といった形で現れます。例えば「女性（男性）だから〇〇するしかない」と

いった考えが頭をよぎった場合に、「本当にそうなの？」と自問自答することも有効です。 

もう１つが、周囲の人とキャリアについて話す機会を作ることです。人は案外自分の得意な

ことに気づいていませんし、話すことで自分の考えが整理できます。キャリアについて話すこ

とにはもう１つ意味があります。それは、自分のニーズと周囲のニーズの双方を理解しあった

上で、折り合いをつけるための対話という意味です。独りよがりでなく、かつ自分のニーズを

あきらめない形でキャリアを作るために、周囲との対話の中でキャリアデザインを描いていく

ことは、１つの有効な方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアデザインで「どう生きていくか」を考える 

～法政大学キャリアデザイン学部教授 坂爪 洋美 氏～ 
コ ラ ム 

- 04 - 

＜坂爪 洋美 氏＞ 
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（３）多様な学習・研修機会等の提供 
■  現状・課題 

〇 男女が共に自立して個性や能力を発揮できる男女平等参画社会を実現す
るためには、あらゆる都民に対し男女平等参画の理解を促すことが重要で
す。そのためには、模範的な役割を求められる自治体職員や社会教育関係
者等が、人権課題や男女平等参画について正しい理解を深めるための研修
機会等の提供が必要となります。  

〇 近年、価値観やライフスタイルの多様化により、生涯学習へのニーズも
多様化し、産業構造の変化等に伴い、職業能力の向上に対するニーズも高
まっています。学習の機会は男女平等参画の理解を深める契機にもなりえ
ます。社会人となってからも、学び直しや新たな知識・技術を身に付ける
ためのリカレント教育など、多様な学習機会を提供していく必要がありま
す。 

〇 また、誰もが意欲と能力に応じて多様な生き方が選択できる社会を実現
するためには、性別、性自認・性的指向、国籍、文化等の違いによる多様
性を尊重し、受け入れる共生意識も必要となります。  

 
■  取組の方向性 

〇 自治体職員や社会教育関係者等が男女平等参画について学習する機会を
設けます。 

〇 都民が男女平等参画についての情報を学習する機会を設けます。 

〇 誰もがライフスタイルに合わせて一人一人の目的と能力に応じた学習が
できるようにするなど、多様なニーズに対応した学習の機会を提供します。 

〇 女性も男性も社会で活躍するために、自己の能力の向上や職業能力開発
の機会を提供します。 

〇 性別、性自認・性的指向、国籍、文化等の違いによる多様性を尊重し、
受け入れる共生意識を広く育みます。 
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を描くことです。一般的には、「働くこと」を含んだ見取り図を意味し、 

何を目指し、何を大事にして、どのように働こうか、といったことが含 
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分のキャリアについて、自分自身で選択をする機会が増えてきたからです。これまで、キャ

リア形成は企業が主導してきましたが、最近では、従業員の意向、すなわち「あなたはどう

したいのか」を重視したキャリア形成を行う企業が増えています。１つの企業で働き続ける

にしても、キャリアを選択する場面が続くのです。 

また、働く上での選択肢も多様になってきました。例えば、いわゆる、正社員・パート／ア

ルバイトといった雇用形態だけでなく、複数の企業で働く副業や、通常よりも短い時間で働く

短時間正社員、といった働き方も出てきました。より多くの選択肢を視野に入れた上で、「自

分はどうしたいのか」を決める場面が増えています。 

  

今今かかららででききるるキキャャリリアアデデザザイインンのの第第一一歩歩 

「自分のキャリアをデザインしよう」と思った際に、どんなことができるでしょうか。まず

は、自分の「できること（得意なこと）」「やりたいこと」「働く上で大事なこと」を整理してみ

ましょう。「やりたいことはない」場合もあるでしょう。その時は、「できること（得意なこと）」

「働く上で大事なこと」を考えてみましょう。いつもこの３つが明確に整理できている必要は

ありません。 

整理する際には、自分自身の思い込みに気をつけましょう。思い込みは「〇〇しかない」「〇

〇にちがいない」といった形で現れます。例えば「女性（男性）だから〇〇するしかない」と

いった考えが頭をよぎった場合に、「本当にそうなの？」と自問自答することも有効です。 

もう１つが、周囲の人とキャリアについて話す機会を作ることです。人は案外自分の得意な

ことに気づいていませんし、話すことで自分の考えが整理できます。キャリアについて話すこ

とにはもう１つ意味があります。それは、自分のニーズと周囲のニーズの双方を理解しあった

上で、折り合いをつけるための対話という意味です。独りよがりでなく、かつ自分のニーズを

あきらめない形でキャリアを作るために、周囲との対話の中でキャリアデザインを描いていく
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～法政大学キャリアデザイン学部教授 坂爪 洋美 氏～ 
コ ラ ム 

- 04 - 

＜坂爪 洋美 氏＞ 

− 150 −

女性活躍推進計画 第２部

第
２
章

男
女
平
等
参
画
の
推
進
に
向
け
た
マ
イ
ン
ド
チ
ェ
ン
ジ



150 

■  都の施策 

ア 多様な学習機会の提供  

〇 区市町村等とも連携しながら、都民が男女平等参画についての情報を学
習する機会を設けます。 

〇 自治体職員や社会教育関係者等が人権や男女平等参画について研修や学
習する機会を設けます。 

〇 女性も男性も幅広い世代で知識や技術を身に付けることができる社会人
教育を展開します。  

〇 性別、性自認・性的指向、国籍、文化等の違いによる多様性を尊重し、
受け入れる共生意識を学習する機会を提供します。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

209 社会教育関係職
員等研修の実施

社会教育関係指導者等を対象に、人権問題に対す
る正しい理解と認識を深めるための研修を実施します。

教育庁

210 情報資料の収
集と提供

人権問題への正しい理解と認識を深めるため、社会
教育関係指導者を対象とした人権啓発資料を作
成、配付します。

教育庁

211 都立学校公開
講座

都民の生涯学習の幅広いニーズに応えるとともに、開か
れた学校の実現を目指して、都立学校の教育機能を
開放し学習機会を提供します。

教育庁

212 自主学習活動
の支援

東京ウィメンズプラザの施設の利用・貸出を通じて、男
女平等参画に関する学習活動を支援します。

生活文化スポ
ーツ局

213
☆

東京 リ カ レ ン ト
（仮称）プロジ
ェクト

社会人・高齢者の学び直しやスキルアップ・キャリアチェ
ンジにつながる教育コンテンツ等を掲載したプラットフォー
ムを構築する。併せて、有識者等が専門的な内容を
分かりやすく解説するミニッツ動画等を配信することで、
幅広い年齢層の方が意欲的に自身のスキルや知識を
アップデートしていくことを喚起する。

総務局

214
☆

東京都立大学
プレミアム・カレッ
ジ

東京都立大学において、50 歳以上の方を対象とし
て、東京・都市をテーマとした幅広いカリキュラムや都政
の現場を活用したフィールドワークなど、ほかでは経験で
きない学びと交流の場を提供します。

総務局

215
☆

職業訓練の実
施

職業能力開発センターにおいて、在職者を対象にした
スキルアップや資格取得のための短期講習等を行いま
す。（再掲）

産業労働局
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■ 都民・事業者の取組 

ア 多様な学習機会の提供 

〇 地域活動等を通じて、男女平等参画の学習の機会を充実させます。 

〇 ＮＰＯ・ボランティア活動等により、男女平等参画の促進を図ります。 

番号 項目 概  要 団体名 

217 地域での教育 人間形成の基礎を培う幼児期において、子供たちの自主と
共同の態度や思いやりを育てるため、保護者に対し、研修
会を実施します。(再掲) 

私立幼稚園
ＰＴＡ連合
会 

218 地域での教育 ＰＴＡ活動を通して、男女平等参画の考え方を広めま
す。 
年間の活動の中で、男女平等に関する講演会を実施し、
日常生活において男女平等参画の必要性を説きます。
(再掲) 

私立初等学
校 父 母 の 会
連合会 

219 地域での教育 子育てを親がひとりで抱え込まないように、家庭の子育てを
中心に、家庭での問題、クラスや学校生活での問題、学力
の問題等、保護者同士、あるいは親と教師がつながり問題
解決ができる場を提供するため、研修会やＰＴＡの広場
を実施します。(再掲) 

小学校ＰＴ
Ａ協議会 

220 地域での教育 男女が共同で子供にかかわるということを学習する場の提
供を考えます。 
男女が協力して、思春期の子供にかかわる上で必要なスキ
ルを獲得するため研修会・講演会を開催します。(再掲) 

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会 

221 地域での教育 （１）障害があっても子供たちがひとりの人間として尊ば
れ、人権意識や男女平等感覚を学校の様々な場で育て
られるよう、ＰＴＡ活動や卒業後のアフターケア等での機
会を捉え、取り組んでいきます。(再掲) 
（２）障害があっても子供たちがひとりの人間として地域に
受け入れられ、人権・男女平等の理念のもとに尊ばれるよ
う、団体として様々な機会に発言していきます。(再掲) 
（３）障害者に対する偏見をなくし、障害者への差別が
なくなるように様々な機会に団体として発信していきます。
(再掲) 

特別支援学
校ＰＴＡ連
合会 
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■  都の施策 

ア 多様な学習機会の提供  

〇 区市町村等とも連携しながら、都民が男女平等参画についての情報を学
習する機会を設けます。 

〇 自治体職員や社会教育関係者等が人権や男女平等参画について研修や学
習する機会を設けます。 

〇 女性も男性も幅広い世代で知識や技術を身に付けることができる社会人
教育を展開します。  

〇 性別、性自認・性的指向、国籍、文化等の違いによる多様性を尊重し、
受け入れる共生意識を学習する機会を提供します。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

209 社会教育関係職
員等研修の実施

社会教育関係指導者等を対象に、人権問題に対す
る正しい理解と認識を深めるための研修を実施します。

教育庁

210 情報資料の収
集と提供

人権問題への正しい理解と認識を深めるため、社会
教育関係指導者を対象とした人権啓発資料を作
成、配付します。

教育庁

211 都立学校公開
講座

都民の生涯学習の幅広いニーズに応えるとともに、開か
れた学校の実現を目指して、都立学校の教育機能を
開放し学習機会を提供します。

教育庁

212 自主学習活動
の支援

東京ウィメンズプラザの施設の利用・貸出を通じて、男
女平等参画に関する学習活動を支援します。

生活文化スポ
ーツ局

213
☆

東京 リ カ レ ン ト
（仮称）プロジ
ェクト

社会人・高齢者の学び直しやスキルアップ・キャリアチェ
ンジにつながる教育コンテンツ等を掲載したプラットフォー
ムを構築する。併せて、有識者等が専門的な内容を
分かりやすく解説するミニッツ動画等を配信することで、
幅広い年齢層の方が意欲的に自身のスキルや知識を
アップデートしていくことを喚起する。

総務局

214
☆

東京都立大学
プレミアム・カレッ
ジ

東京都立大学において、50 歳以上の方を対象とし
て、東京・都市をテーマとした幅広いカリキュラムや都政
の現場を活用したフィールドワークなど、ほかでは経験で
きない学びと交流の場を提供します。

総務局

215
☆

職業訓練の実
施

職業能力開発センターにおいて、在職者を対象にした
スキルアップや資格取得のための短期講習等を行いま
す。（再掲）

産業労働局
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番号 項目 概  要 団体名 

222 地域での教育 （１）各クラブより選出された男女高校生約 100 名によ
るユース・フォーラムを隔年で開催し、これからの社会を担う
若い女性のリーダーシップの育成及び女性の社会での活躍
のための素地としての意識を持つことを促します。（再掲）                                             
（２）高校生に対しての奨学金制度を実施します。(再
掲) 

国際ソロプチミ
ストアメリカ日
本東リジョン 

223 地域での教育 幅広い関係機関、団体とのネットワークと協働の促進(再
掲) 
（１）男女が共に参加できるボランティア、市民活動の情
報提供と相談活動を推進します。(再掲) 
①多様な領域のボランティア、市民活動の情報を情報誌
（ネットワーク）やインターネット等で提供します。 
②ボランティア活動への参加やＮＰＯの設立・運営につい
て相談を行います。 
（２）研修・講座を開催し、多様な人たちの参画による
市民社会を目指します。(再掲) 
①男女及びシニア、企業人等のボランティア、市民活動へ
の参加促進のための研修を行います。 
②ボランティア、市民活動の体験プログラムを企画し、介護
体験、育児体験など多様な参加促進の機会を提供しま
す。 
（３）子供たちがボランティア活動等に参加し、地域社会
の中で健全に発達していく機会をつくります。(再掲) 
・地域の中で、子供たちが健全な発達をしていくため、教育
関係者やボランティア・ＮＰＯとの連携、協力のもとで多様
なボランティア活動への参加機会をつくります。 
（４）企業との協働によるＮＰＯ支援、地域貢献プログ
ラムを推進します。(再掲) 
（５）音訳、精神保健、日本語ボランティア等のグルー
プ、団体のネットワークの構築支援を行います。(再掲) 
（６）市民社会をつくるボランタリーフォーラムＴＯＫＹＯ
の企画及び開催によるネットワークを推進します。(再掲) 

ボランティア・
市民活動セン
ター 

224 
☆ 

多様な学習機会
の提供 

ＮＰＯの活動人材に学習・研修機会を提供します。 ＮＰＯサポー
トセンター 

− 153 −

女性活躍推進計画第２部

第
２
章

男
女
平
等
参
画
の
推
進
に
向
け
た
マ
イ
ン
ド
チ
ェ
ン
ジ



 

番号 項目 概  要 団体名 

222 地域での教育 （１）各クラブより選出された男女高校生約 100 名によ
るユース・フォーラムを隔年で開催し、これからの社会を担う
若い女性のリーダーシップの育成及び女性の社会での活躍
のための素地としての意識を持つことを促します。（再掲）                                             
（２）高校生に対しての奨学金制度を実施します。(再
掲) 

国際ソロプチミ
ストアメリカ日
本東リジョン 

223 地域での教育 幅広い関係機関、団体とのネットワークと協働の促進(再
掲) 
（１）男女が共に参加できるボランティア、市民活動の情
報提供と相談活動を推進します。(再掲) 
①多様な領域のボランティア、市民活動の情報を情報誌
（ネットワーク）やインターネット等で提供します。 
②ボランティア活動への参加やＮＰＯの設立・運営につい
て相談を行います。 
（２）研修・講座を開催し、多様な人たちの参画による
市民社会を目指します。(再掲) 
①男女及びシニア、企業人等のボランティア、市民活動へ
の参加促進のための研修を行います。 
②ボランティア、市民活動の体験プログラムを企画し、介護
体験、育児体験など多様な参加促進の機会を提供しま
す。 
（３）子供たちがボランティア活動等に参加し、地域社会
の中で健全に発達していく機会をつくります。(再掲) 
・地域の中で、子供たちが健全な発達をしていくため、教育
関係者やボランティア・ＮＰＯとの連携、協力のもとで多様
なボランティア活動への参加機会をつくります。 
（４）企業との協働によるＮＰＯ支援、地域貢献プログ
ラムを推進します。(再掲) 
（５）音訳、精神保健、日本語ボランティア等のグルー
プ、団体のネットワークの構築支援を行います。(再掲) 
（６）市民社会をつくるボランタリーフォーラムＴＯＫＹＯ
の企画及び開催によるネットワークを推進します。(再掲) 

ボランティア・
市民活動セン
ター 

224 
☆ 

多様な学習機会
の提供 

ＮＰＯの活動人材に学習・研修機会を提供します。 ＮＰＯサポー
トセンター 

 

番号 項目 概  要 団体名 

225 家庭での教育 幼児期に男女平等の意識の芽生えを培うため家庭環境の
工夫を図ります。 
（１）大人が無意識に使ってしまう「男の子（あるいは女
の子）のくせに」、「男の子（あるいは女の子）なんだから」
といった言動や思い込みを見直します。(再掲) 
（２）遊びや遊具、友達関係に対して、性別による枠や
価値観を押し付けないようにします。(再掲) 

公立幼稚園･
こども園ＰＴ
Ａ連絡協議
会 

226 男女平等参画意
識の啓発 

男女平等の考えの徹底及び意識の向上 
教育活動のあらゆる場において、その意識を高めます。(再
掲) 

私立初等学
校協会 

227 男女平等参画意
識の啓発 

シンポジウムの開催等を通じ、男女共同参画社会の実現
を担う次世代育成に係る事例報告を通じた情報の共有を
行います。(再掲) 

私大連盟 

228 男女平等参画意
識の啓発 

学校現場での男女平等参画の促進 
（１）男女平等の理念を推進する学校教育及び家庭教
育の充実を図ります。(再掲) 
（２）男女がともに家庭生活及び食生活の重要性を確
認し、向上に努めるよう意識啓発に努めます｡(再掲) 

小学校ＰＴ
Ａ協議会 

229 男女平等参画意
識の啓発 

学校における男女平等の視点での教育について協力や働
きかけを行います。(再掲) 

公立中学校
ＰＴＡ協議
会 

230 男女平等参画意
識の啓発 

子供たちが、男女を問わず、地域を問わない社会での活躍
に向けて充実した教育を受けるため、国や東京都、各区市
町村の教育行政に格差のない教育環境の拡充・充実を
働きかける必要があります。そのために、都内の公立中学校
すべてのＰＴＡ団体とつながり、各ＰＴＡから出される
様々な要望を集約します。(再掲) 

公立中学校
ＰＴＡ協議
会 

231 進路指導 就職を目指している子供とその保護者に向けて、働く場に
おける男女平等参画を促進している企業の情報を収集・
提供します。(再掲) 

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会 

232 周知・普及啓発 「看護の魅力」普及啓発の推進 
（１）広報誌の発行(再掲) 
（２）中学生・高校生・社会人の一日看護体験の実施
(再掲) 
（３）看護学校への進路相談 (再掲) 

看護協会 
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番号 項目 概  要 団体名 

233 周知・普及啓発 当連盟における「財務・人事担当理事者会議」において、
多様な働き方や女性研究者のサポート等をテーマに協議し
ます。様々な事例をもとに、加盟校に情報提供し、議論の
機会をつくります。特に科学分野で学ぶ女性が少ないことか
ら、その先進的な取組を紹介します。(再掲) 

私大連盟 

234 周知・普及啓発 （１）教職員を対象に、男女平等参画の観点から教育
の現場において必要な教育指導方法・生活指導方法・カ
ウンセリングの基礎と実習等の研修を実施します。(再掲) 
（２）教職員を対象に青年期の心理を理解するために
「カウンセリング」研修を実施します。(再掲) 
（３）進路指導担当者を対象に、企業団体等と連携を
図り、均等な雇用機会の確保のための理解を深める事業
を実施します。(再掲) 

専修学校各
種学校協会 

235 周知・普及啓発 各学校に、男女が共同で子供にかかわることをテーマにした
研修会・講習会・講演会等実施の検討を働きかけます。
(再掲) 

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会 

236 周知・普及啓発 家庭と学校が協力して、男女平等参画の重要性を理解
し、そのための意識改革に努めます。 
ＰＴＡ協議会において講演会を行うなど、積極的に男女
平等参画をテーマとします。(再掲) 

公立高等学
校定通ＰＴ
Ａ連合会 

237 周知・普及啓発 （１）学校におけるボランティア福祉教育とボランティア活
動を通して、子供たちのボランティア活動への関心を高め、
男女の人権や介護、国際理解等についての理解を促進し
ます。(再掲) 
（２）学校等における市民学習の推進方策の検討を行
います。(再掲) 
（３）学校等での市民学習・福祉教育が円滑に行われ
るよう、学校や区市町村ボランティアセンターの支援を行い
ます。(再掲) 

ボランティア・
市民活動セン
ター 

238 看護職の教育 看護の専門性向上のための教育 
（１）各種研修会の実施(再掲) 
（２）必要な情報の提供(再掲) 

看護協会 
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３ あらゆる分野における女性の参画拡大 
 

（１）政治・行政等分野 
■  現状・課題 

〇 男女平等参画社会を実現するためには、男女が政治・行政、地域活動、
教育などあらゆる分野における活動に参加することはもとより、企画、方
針・意思決定段階に女性の参画を拡大していくことが重要です。  

〇 世界経済フォーラムが発表するジェンダー・ギャップ指数で日本は 156
か国中 120 位と先進国の中で最下位レベルで、とりわけ政治・行政の分野
における女性の参画の遅れがランキングを押し下げています。  

〇 政治・行政の分野において女性の参画が進むことは、多様な価値観や発
想を政策に取り入れ実現することにつながるものであり、社会全体に与え
る影響が大きいことから、重要かつ喫緊の課題と言えます。  

〇 令和３年には、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が改
正され、政党その他の政治団体の自主的な取組の促進として、セクシュア
ル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等への対応等が明記されま
した。また、国・地方公共団体の施策として家庭生活との両立支援のため
の環境整備やハラスメントに対する研修や相談体制などの施策を講ずるも
のと明記されました。 

〇 東京都における参画状況を見ると、政治の分野においては、東京都議会
議員に占める女性の割合は増加傾向にあり、令和３年７月現在で 32.3％と、
全都道府県の中で最も高くなっています。また、市区町村議会における女
性議員の女性割合についても、東京都が全国の中で最も高くなっています。
衆・参両議院議員に占める割合と比較しても、東京都の政治分野では女性
の参画が進んできています(図Ⅱ-9)。 

〇 また、行政の分野においては、東京都職員のうち行政系の管理職に占め
る女性の割合は、令和３年４月現在 20.2％であり、国の割合や、他の道府
県や民間企業の平均割合を上回る水準となっています(図Ⅱ-10)。 

〇 女性活躍推進法に基づく都の特定事業主行動計画として、令和３年３月
に改訂された「東京都職員『ライフ・ワーク・バランス」推進プラン」で
は、行政系の管理職に占める女性の割合を令和７年までに 25％まで高め、
さらに向上させていくことを目標としています。  

〇 東京都の審議会等における女性委員の割合も、ここ数年上昇しており、
令和３年４月現在で 35.8％となっています。都では更に、令和４年度末ま

 

番号 項目 概  要 団体名 

233 周知・普及啓発 当連盟における「財務・人事担当理事者会議」において、
多様な働き方や女性研究者のサポート等をテーマに協議し
ます。様々な事例をもとに、加盟校に情報提供し、議論の
機会をつくります。特に科学分野で学ぶ女性が少ないことか
ら、その先進的な取組を紹介します。(再掲) 

私大連盟 

234 周知・普及啓発 （１）教職員を対象に、男女平等参画の観点から教育
の現場において必要な教育指導方法・生活指導方法・カ
ウンセリングの基礎と実習等の研修を実施します。(再掲) 
（２）教職員を対象に青年期の心理を理解するために
「カウンセリング」研修を実施します。(再掲) 
（３）進路指導担当者を対象に、企業団体等と連携を
図り、均等な雇用機会の確保のための理解を深める事業
を実施します。(再掲) 

専修学校各
種学校協会 

235 周知・普及啓発 各学校に、男女が共同で子供にかかわることをテーマにした
研修会・講習会・講演会等実施の検討を働きかけます。
(再掲) 

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会 

236 周知・普及啓発 家庭と学校が協力して、男女平等参画の重要性を理解
し、そのための意識改革に努めます。 
ＰＴＡ協議会において講演会を行うなど、積極的に男女
平等参画をテーマとします。(再掲) 

公立高等学
校定通ＰＴ
Ａ連合会 

237 周知・普及啓発 （１）学校におけるボランティア福祉教育とボランティア活
動を通して、子供たちのボランティア活動への関心を高め、
男女の人権や介護、国際理解等についての理解を促進し
ます。(再掲) 
（２）学校等における市民学習の推進方策の検討を行
います。(再掲) 
（３）学校等での市民学習・福祉教育が円滑に行われ
るよう、学校や区市町村ボランティアセンターの支援を行い
ます。(再掲) 

ボランティア・
市民活動セン
ター 

238 看護職の教育 看護の専門性向上のための教育 
（１）各種研修会の実施(再掲) 
（２）必要な情報の提供(再掲) 

看護協会 
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でに 40％以上とすることを目指しています(図Ⅱ-11)。 

〇 教育の分野においても、方針・意思決定過程への女性の参画の拡大を図
ることは重要です。 

〇 東京都教育委員会においても、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動
計画として「東京都教職員『ライフ・ワーク・バランス』推進プラン」を
策定しており、教職員について、女性の活躍やライフ・ワーク・バランス
の実現に向けた取組が進められています。  

〇 都内の公立学校における女性の参画状況を見ると、教員に占める女性の
割合については、小学校で 60.9％、中学校で 44.5％、高等学校で 36.1％
と、多くの女性教員が活躍していることが分かります。一方、教育管理職
である校長・副校長（教頭）に占める女性の割合については、校長が 18.5％、
副校長（教頭）が 26.5％です(図Ⅱ-12,13)。 

〇 教育分野における女性の活躍を一層推進するため、管理的地位にある女
性の比率を高めていく必要があります。  

 

(図Ⅱ-9)都議会における女性議員の割合の推移（東京都）  

 
資料：東京都議会議員名簿（令和３年７月現在の議員数）より作成 
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(図Ⅱ-10)都職員の階層別女性比率の推移(東京都) 

 
資料:東京都人事委員会事務局「都職員の構成（令和３年４月１日現在）」より作成 

 

(図Ⅱ-11)都の審議会等への女性委員任用率の推移 
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でに 40％以上とすることを目指しています(図Ⅱ-11)。 
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策定しており、教職員について、女性の活躍やライフ・ワーク・バランス
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と、多くの女性教員が活躍していることが分かります。一方、教育管理職
である校長・副校長（教頭）に占める女性の割合については、校長が 18.5％、
副校長（教頭）が 26.5％です(図Ⅱ-12,13)。 

〇 教育分野における女性の活躍を一層推進するため、管理的地位にある女
性の比率を高めていく必要があります。  

 

(図Ⅱ-9)都議会における女性議員の割合の推移（東京都）  
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(図Ⅱ-12)都公立学校における女性教員数の割合(東京都) 
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資料:文部科学省「令和２年度学校基本統計」より作成 

 

(図Ⅱ-13)教育管理職に占める女性職員の割合(東京都) 
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資料:東京都教育庁人事部調査より作成 

 

■ 取組の方向性 

〇 政治・行政分野における女性の参画拡大に向けて、計画的な取組を進め
ます。 

〇 女性職員の採用・登用に取り組むとともに、子育てや介護を担う職員を
含め、男女全ての職員の「働き方改革」によるライフ・ワーク・バランス
を実現します。 

〇 教育分野における女性の活躍を一層推進します。 

〇 教育分野における意思決定過程への女性の登用を推進します。 

〇 教職員のライフ・ワーク・バランスの実現に向け取り組みます。 
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■ 都の施策 

ア 政治・行政・教育分野における男女平等参画の促進 

〇 キャリアデザインに関する研修などにより、様々な分野における女性の
参画を促進します。 

〇 都の審議会等の設置目的が達成されることを前提に、条例等に「いずれ
の性も 40％以上」と規定するクオータ制を導入するなどにより、都の政策
や企画立案などへの女性の参画を更に拡大します。 

〇 教育分野の管理的地位における女性の参画を進めます。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

216 
☆ 

民 間 企 業 と 連
携 した交 流 イベ
ントの開催(キャ
リ ア・メ ン ター 制
度の拡充) 

キャリア・メンター制度は職員のキャリア形成支援及び
今後の昇任に向けた職員個別の不安払拭を図ること
を目的としており、各局の管理職等から選任されたキャ
リア・メンターが、職員（メンティー）からの相談に対応
します。こうした個別相談等に加えて、女性活躍推進
に積極的に取り組む民間企業と連携した交流イベント
の開催等、新規利用者の開拓及び利用満足度の向
上に向けた取組を展開します。（再掲） 

総務局 

217 
☆ 

都庁における男
性 職 員 の 育 児
休 業 等 の 取 得
促進 

育児関連休暇・休業を取得しやすい職場環境づくりを一
層推進するため、男性職員の育児休業取得率を令和７
年度には 50％に向上させることを目標とし、この早期達成
に向けて、男性の育児参画を進める取組を加速していきま
す。また、出産支援休暇及び育児参加休暇の取得率を、
令和７年にはそれぞれ 100%に向上させることを目標と
し、その実現に取り組んでいきます。（再掲） 

総務局 

218 東京都職員「ラ
イフ・ワーク・バラ
ンス」推進プラン 

東京都職員「ライフ・ワーク・バランス」推進プランは、育
児や介護等の事情にかかわらず、全ての職員の生活と
仕事の両立・調和のための施策及びそのために必要な
働き方や仕事の進め方の改革について方向性を示す
計画です。同時に、次世代育成支援法及び女性活
躍推進法の規 定に基づき、任 命権者（特定事業
主）が連名で策定する特定事業主行動計画としても
位置付けています。このプランに基づき、「職員のキャリア
形成促進」、「育児・介護等と仕事との両立支援」及
び「『ライフ・ワーク・バランス』の鍵となる働き方改革」の
三つを柱に掲げ、職員誰もが育児・介護等と仕事とを
両立し活躍できる「都庁の働き方」を推進しています。 

総務局 

 

(図Ⅱ-12)都公立学校における女性教員数の割合(東京都) 
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資料:文部科学省「令和２年度学校基本統計」より作成 

 

(図Ⅱ-13)教育管理職に占める女性職員の割合(東京都) 
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資料:東京都教育庁人事部調査より作成 
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〇 政治・行政分野における女性の参画拡大に向けて、計画的な取組を進め
ます。 

〇 女性職員の採用・登用に取り組むとともに、子育てや介護を担う職員を
含め、男女全ての職員の「働き方改革」によるライフ・ワーク・バランス
を実現します。 

〇 教育分野における女性の活躍を一層推進します。 

〇 教育分野における意思決定過程への女性の登用を推進します。 

〇 教職員のライフ・ワーク・バランスの実現に向け取り組みます。 
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番号 事業名 事業概要 所管局 

219 東京都教職員
ライフ・ワーク・バ
ランス推進プラン
（ 教 育 委 員
会）

東京都教職員「ライフ・ワーク・バランス」推進プランは、
育児や介護等の事情にかかわらず、全ての教職員の
生活と仕事との両立・調和のための施策及びそのため
に必要な働き方や仕事の進め方の改革について方向
性を示す計画です。
同時に、次世代育成支援法及び女性活躍推進法の
規定に基づき、任命権者（特定事業主）が策定す
る特定事業主行動計画としても位置付けています。
このプランに基づき、「教職員のキャリア形成促進」、
「育児・介護等と仕事との両立支援」及び「『ライフ・ワ
ーク・バランス』の鍵となる働き方改革」の三つを柱に掲
げ、教職員誰もが育児・介護等と仕事とを両立し活
躍できる「働き方」を推進しています。

教育庁

220
☆

女性活躍推進
のための研修の
実施

育児や介護等のライフイベントを控えた女性職員が積
極的にキャリア形成を考えられるよう、専門家による講
演、育児に関連する休暇や支援制度の周知及び管
理監督職に向けた意識啓発等を実施します。

水道局

221
☆

女性活躍推進
に向けた研修強
化

女性職員の更なる活躍推進及び職員のキャリア形成
支援のため、ライフイベントを見据えたキャリアデザイン
や、多様なリーダーシップの在り方、管理職になるための
心構え等に関する研修を行います。

総務局

222 審議会等への女
性委員の任用促
進

クオータ制を導入するなどにより、審議会等における女性委
員の任用率 40％以上を達成します。

各局

女性委員候補者の紹介や人材情報の提供を通じて、都
庁内における審議会等の女性委員の任用促進を図りま
す。

生活文化スポ
ーツ局
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■  都民・事業者の取組 

ア 政治・行政等分野における男女平等参画の促進  

〇 都からの依頼に応じて審議会等に女性委員を参画させるなど、機会を捉
えて、都の政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図ります。 

番号 項目 概  要 団体名 

239 政治・行政等分
野への女性の参
画

（１）公的審議会に女性委員を積極的に登録します。
（２）男女平等に関わる政策・制度要求の推進を図りま
す。

連合東京 

240 政治・行政等分
野への女性の参
画

審議会、委員会等における女性委員の割合が半数となる
ように、機会を得たら、委員として積極的に参画します。

地域婦人団
体連盟 

241
☆

周知・普及啓発 東京都の審議会等に女性部から委員を派遣するとともに、
東京都や区の男女平等参画推進関係の施策告知に協
力するなど、行政との関係強化を図ります。(再掲)

中小企業家
同友会
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番号 事業名 事業概要 所管局 

219 東京都教職員
ライフ・ワーク・バ
ランス推進プラン
（ 教 育 委 員
会）

東京都教職員「ライフ・ワーク・バランス」推進プランは、
育児や介護等の事情にかかわらず、全ての教職員の
生活と仕事との両立・調和のための施策及びそのため
に必要な働き方や仕事の進め方の改革について方向
性を示す計画です。
同時に、次世代育成支援法及び女性活躍推進法の
規定に基づき、任命権者（特定事業主）が策定す
る特定事業主行動計画としても位置付けています。
このプランに基づき、「教職員のキャリア形成促進」、
「育児・介護等と仕事との両立支援」及び「『ライフ・ワ
ーク・バランス』の鍵となる働き方改革」の三つを柱に掲
げ、教職員誰もが育児・介護等と仕事とを両立し活
躍できる「働き方」を推進しています。

教育庁

220
☆

女性活躍推進
のための研修の
実施

育児や介護等のライフイベントを控えた女性職員が積
極的にキャリア形成を考えられるよう、専門家による講
演、育児に関連する休暇や支援制度の周知及び管
理監督職に向けた意識啓発等を実施します。

水道局

221
☆

女性活躍推進
に向けた研修強
化

女性職員の更なる活躍推進及び職員のキャリア形成
支援のため、ライフイベントを見据えたキャリアデザイン
や、多様なリーダーシップの在り方、管理職になるための
心構え等に関する研修を行います。

総務局

222 審議会等への女
性委員の任用促
進

クオータ制を導入するなどにより、審議会等における女性委
員の任用率 40％以上を達成します。

各局

女性委員候補者の紹介や人材情報の提供を通じて、都
庁内における審議会等の女性委員の任用促進を図りま
す。

生活文化スポ
ーツ局
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（２）防災・復興分野 
■  現状・課題 

〇 東京は、これまでも関東大震災などの大地震により、大きな被害を受け
ています。また、東日本大震災の経験から、遠隔地の地震であっても連鎖
的被害が懸念される地震があることが明らかになりました。また、気候変
動の影響を受け台風や豪雨災害のリスクにもさらされています。  

〇 大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かしますが、とりわけ、女性
や子供、脆弱な状況にある人々がより多くの影響を受けることが指摘され
ています。女性と男性が災害から受ける影響の違いなどに十分に配慮され
た男女平等参画の視点からの災害対応が行われるとともに、地域の自主防
災組織運営等においては、有事に備え、日常的に女性の視点を取り入れた
検討が行われることが、防災・減災、災害に強い社会の実現にとって必須
となります。 

〇 そのためには、平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興の各段
階において、女性が主体的な担い手であるという意識をあらゆる人が認識
することが必要です。そのうえで、防災・復興分野に女性の意見を反映さ
せていくために特に指導的地位における女性の参画が重要となります。  

〇 都道府県によっては、知事が庁内の職員から防災会議の委員を任命する
際に、女性を積極的に登用したり、指定公共機関や指定地方公共機関に対
し役職を問わず女性の推薦を依頼するなど、女性委員の割合を高める工夫
を行っています。都においても「自主防災組織を構成する者又は学識経験
のある者」は全員女性を任命するなどの取組により令和２年４月現在
12.2％となっています。また、東京都震災復興検討会議においては、令和
２年４月現在 38.5％が女性となっています。  

〇 また、消防団の組織の活性化や地域のニーズに応える方策として、女性
消防団員を採用しようという動きも全国的に広まっています。女性消防団
員数は微増傾向で、消防団員の女性比率は 3.3％（令和２年４月時点）と
なっています(図Ⅱ-14)。 

〇 新型コロナウイルス感染症の拡大により、避難所運営等における感染症
対策の取組が行われているところですが、こうした取組にも男女平等参画
の視点が反映されることが重要です。  
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(図Ⅱ-14)自衛官、消防団員、都道府県防災会議委員の女性割合 

 
資料:防衛省「令和２年度版防衛白書」 

消防庁「令和２年版消防白書」 
内閣府「地方公共団体における男女参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

 

■ 取組の方向性 

〇 社会に多様な価値観・発想を取り入れるためにも、防災・復興分野を含
めて、従来女性が少なかった様々な分野における女性の参画拡大に向けて、
計画的な取組を進めます。 

 

■ 都の施策 

ア 防災における男女平等参画の促進 

〇 防災の基礎知識を学ぶセミナーやリーダーとなる人材を育成する研修の
実施等により、防災・復興分野における女性の参画を促進します。 
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（２）防災・復興分野 
■  現状・課題 

〇 東京は、これまでも関東大震災などの大地震により、大きな被害を受け
ています。また、東日本大震災の経験から、遠隔地の地震であっても連鎖
的被害が懸念される地震があることが明らかになりました。また、気候変
動の影響を受け台風や豪雨災害のリスクにもさらされています。  

〇 大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かしますが、とりわけ、女性
や子供、脆弱な状況にある人々がより多くの影響を受けることが指摘され
ています。女性と男性が災害から受ける影響の違いなどに十分に配慮され
た男女平等参画の視点からの災害対応が行われるとともに、地域の自主防
災組織運営等においては、有事に備え、日常的に女性の視点を取り入れた
検討が行われることが、防災・減災、災害に強い社会の実現にとって必須
となります。 

〇 そのためには、平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興の各段
階において、女性が主体的な担い手であるという意識をあらゆる人が認識
することが必要です。そのうえで、防災・復興分野に女性の意見を反映さ
せていくために特に指導的地位における女性の参画が重要となります。  

〇 都道府県によっては、知事が庁内の職員から防災会議の委員を任命する
際に、女性を積極的に登用したり、指定公共機関や指定地方公共機関に対
し役職を問わず女性の推薦を依頼するなど、女性委員の割合を高める工夫
を行っています。都においても「自主防災組織を構成する者又は学識経験
のある者」は全員女性を任命するなどの取組により令和２年４月現在
12.2％となっています。また、東京都震災復興検討会議においては、令和
２年４月現在 38.5％が女性となっています。  

〇 また、消防団の組織の活性化や地域のニーズに応える方策として、女性
消防団員を採用しようという動きも全国的に広まっています。女性消防団
員数は微増傾向で、消防団員の女性比率は 3.3％（令和２年４月時点）と
なっています(図Ⅱ-14)。 

〇 新型コロナウイルス感染症の拡大により、避難所運営等における感染症
対策の取組が行われているところですが、こうした取組にも男女平等参画
の視点が反映されることが重要です。  
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番号 事業名 事業概要 所管局 

223 女 性 防 災 人 材
の育成 

地域で防災活動を支える女性の育成、さらには災害
時に女性を取り巻く環境の向上を目指すため、これま
で地域防災活動に参加していなかった女性層を掘り
起こし、女性人材の裾野を広げた上で、女性リーダーと
して活躍できる人材を育成します。 

総務局 

224 防 災 （ 語 学 ）
ボランティア 

災害時に語学能力を活用して被災外国人等を支援
するため、「東京都防災（語学）ボランティア」を募
集・登録し、災害時の体制を整備します。 

生活文化スポ
ーツ局 

225 防 火 防 災 訓 練
の推 進 による地
域 全 体 の 防 災
力の強化 

地域全体の防災力を高めるため、消防団、災害時支
援ボランティア、女性防火組織や福祉関係者が連携
した訓練を推進します。 

東京消防庁 

226 消 防 団 活 動 継
続のための環境
整備 

消防団員募集活動を推進し定員の充足を図るととも
に、団員の生活に配慮した訓練方法・訓練時間を工
夫する等の方策により、消防団員の仕事や家庭との
両立を図ります。 

東京消防庁 

227 
☆ 

女 性 消 防 職 員
の活躍を支援す
る環境整備 

女性消防職員の更なる活躍のため、より良い職場環境の
実現に向けた取組の推進を図ります。 

東京消防庁 

228 
☆ 

東 京 消 防 庁 特
定 事 業 主 行 動
計画 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基
づき平成２８年３月に策定した東京消防庁特定事業主
行動計画を令和３年３月に更新し、女性職員の活躍に
よる組織力向上と、全職員が働きやすい職場環境づくりに
向けた取組を継続して推進します。 

東京消防庁 

 

＜女性消防職員の活躍を支援する環境整備（活動イメージ）＞ 
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番号 事業名 事業概要 所管局 

223 女 性 防 災 人 材
の育成 

地域で防災活動を支える女性の育成、さらには災害
時に女性を取り巻く環境の向上を目指すため、これま
で地域防災活動に参加していなかった女性層を掘り
起こし、女性人材の裾野を広げた上で、女性リーダーと
して活躍できる人材を育成します。 

総務局 

224 防 災 （ 語 学 ）
ボランティア 

災害時に語学能力を活用して被災外国人等を支援
するため、「東京都防災（語学）ボランティア」を募
集・登録し、災害時の体制を整備します。 

生活文化スポ
ーツ局 

225 防 火 防 災 訓 練
の推 進 による地
域 全 体 の 防 災
力の強化 

地域全体の防災力を高めるため、消防団、災害時支
援ボランティア、女性防火組織や福祉関係者が連携
した訓練を推進します。 

東京消防庁 

226 消 防 団 活 動 継
続のための環境
整備 

消防団員募集活動を推進し定員の充足を図るととも
に、団員の生活に配慮した訓練方法・訓練時間を工
夫する等の方策により、消防団員の仕事や家庭との
両立を図ります。 

東京消防庁 

227 
☆ 

女 性 消 防 職 員
の活躍を支援す
る環境整備 

女性消防職員の更なる活躍のため、より良い職場環境の
実現に向けた取組の推進を図ります。 

東京消防庁 

228 
☆ 

東 京 消 防 庁 特
定 事 業 主 行 動
計画 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基
づき平成２８年３月に策定した東京消防庁特定事業主
行動計画を令和３年３月に更新し、女性職員の活躍に
よる組織力向上と、全職員が働きやすい職場環境づくりに
向けた取組を継続して推進します。 

東京消防庁 

 

＜女性消防職員の活躍を支援する環境整備（活動イメージ）＞ 
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■  都民・事業者の取組 

ア 防災における男女平等参画の促進  

〇 従来、女性が少なかった防災・復興分野にも新たに活躍の場を広げるこ
とや、方針・意思決定を行う役職に登用することで、多様な価値観・発想
を取り入れます。 

番号 項目 概  要 団体名 

242 防災・復興分野
における男女平
等参画推進

災害支援ナースの育成
災害支援ナースの育成により、災害時の関連機関との連
携による被災住民の健康維持に関する支援活動を実施し
ます。

看護協会 

243 防災・復興分野
における男女平
等参画推進

避難所等で、女性や障害者が不自由な状況に置かれてい
ることも報道されていることから、こうした点についての細かい
配慮がなされるように啓発活動を行います。

特別支援学
校ＰＴＡ連
合会 

244 防災・復興分野
における男女平
等参画推進

（１）地域において、防災・災害時に女性の視点から多
様な発言をするとともに、日常生活から地域のつながり、助
け合いを強化します。（東日本大震災の体験から）
（２）地域で実施される防災訓練等に参加し、女性や
生活者の視点で発言していきます。

地域婦人団
体連盟

245 防災・復興分野
における男女平
等参画推進

（１）災害発生時の対応に向けた災害ボランティアコーデ
ィネーターの養成を行います。
（２）地震や水害など災害被災地の生活復興に向けた
情報を収集し、ＮＰＯや企業など活動団体や活動を希望
するボランティアに提供します。

ボランティア・
市民活動セン
ター
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（３）地域活動 
■ 現状・課題 

〇 東京は、世界に冠たる大都市ですが、都民にとって、身近な地域は生活
の本拠であり、日々の暮らしを支えていることに変わりありません。近隣
関係が希薄化していると言われる中で、安心して暮らせるまちをつくり上
げるためには、地域におけるコミュニティの在り方が重要です。 

〇 地域コミュニティに男性、女性が共に参画することで、多様な意見が活
動に反映されることになり、女性や子供、高齢者など地域を取りまくあら
ゆる人々にも配慮した活動が進むものと考えられます。 

〇 初心者でも、こうした活動に参加し、ノウハウやスキルを蓄積していく
ことで、各々の個性や能力が引き出され、豊かな生活の実践につながるこ
ともあります。 

〇 また、こうした地域のコミュニティにおける基礎的な活動を始め、ボラ
ンティア、ＮＰＯなどの様々な活動に、女性をはじめ、若者、高齢者、障
害者など多様な人々が参加していくことも重要です。 

〇 しかしながら、都の「男女平等参画に関する世論調査」によると、男性
の 26.9％、女性の 32.9％が、社会活動・地域活動に参加している一方で、
「参加したいが、できていない」と回答した人の割合は、男性が 39.7％、
女性が 34.8％となっています(図Ⅱ-15)。 

〇 「参加したいが、できていない理由」は、「仕事が忙しいから」「参加方
法がわからない、きっかけがないから」「経済的余裕がないから」が挙げら
れています。 

〇 ＮＰＯ、ボランティア団体、ＰＴＡ、町会・自治会、商店街など身近な
地域社会においては、女性が中心となって活動を行っている場合も多い一
方、働く世代の男性の多くは仕事に追われて、地域の活動に参加すること
が難しい状況にあります。 

〇 他方、内閣府「令和３年度 女性の政策・方針決定参画状況調べ」による
と都内自治会の自治会⾧における女性比率は１３.０％となっている等、地
域コミュニティで女性の意思決定層の割合は低く、地域活動に多様な意見
を反映するため、女性リーダーを増やしていくことも必要です。 

〇 地域は生活の拠点であり、男女とも心豊かで生活しやすい地域社会を構
築するために、働いているいないにかかわらず、男女がともに地域活動に
参画し、地域ぐるみで活性化を図ることができるようにする必要がありま
す。 
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（３）地域活動 
■ 現状・課題 

〇 東京は、世界に冠たる大都市ですが、都民にとって、身近な地域は生活
の本拠であり、日々の暮らしを支えていることに変わりありません。近隣
関係が希薄化していると言われる中で、安心して暮らせるまちをつくり上
げるためには、地域におけるコミュニティの在り方が重要です。 

〇 地域コミュニティに男性、女性が共に参画することで、多様な意見が活
動に反映されることになり、女性や子供、高齢者など地域を取りまくあら
ゆる人々にも配慮した活動が進むものと考えられます。 

〇 初心者でも、こうした活動に参加し、ノウハウやスキルを蓄積していく
ことで、各々の個性や能力が引き出され、豊かな生活の実践につながるこ
ともあります。 

〇 また、こうした地域のコミュニティにおける基礎的な活動を始め、ボラ
ンティア、ＮＰＯなどの様々な活動に、女性をはじめ、若者、高齢者、障
害者など多様な人々が参加していくことも重要です。 

〇 しかしながら、都の「男女平等参画に関する世論調査」によると、男性
の 26.9％、女性の 32.9％が、社会活動・地域活動に参加している一方で、
「参加したいが、できていない」と回答した人の割合は、男性が 39.7％、
女性が 34.8％となっています(図Ⅱ-15)。 

〇 「参加したいが、できていない理由」は、「仕事が忙しいから」「参加方
法がわからない、きっかけがないから」「経済的余裕がないから」が挙げら
れています。 

〇 ＮＰＯ、ボランティア団体、ＰＴＡ、町会・自治会、商店街など身近な
地域社会においては、女性が中心となって活動を行っている場合も多い一
方、働く世代の男性の多くは仕事に追われて、地域の活動に参加すること
が難しい状況にあります。 

〇 他方、内閣府「令和３年度 女性の政策・方針決定参画状況調べ」による
と都内自治会の自治会⾧における女性比率は１３.０％となっている等、地
域コミュニティで女性の意思決定層の割合は低く、地域活動に多様な意見
を反映するため、女性リーダーを増やしていくことも必要です。 

〇 地域は生活の拠点であり、男女とも心豊かで生活しやすい地域社会を構
築するために、働いているいないにかかわらず、男女がともに地域活動に
参画し、地域ぐるみで活性化を図ることができるようにする必要がありま
す。 

 

(図Ⅱ-15)社会活動・地域活動への参加状況(東京都) 

 

資料:東京都生活文化局「男女平等参画に関する世論調査」（令和元年） 
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■  取組の方向性 

〇 生活と仕事の調和に理解ある社会への転換を図っていくことにより、地
域活動への参画を促進します。 

〇 初心者でも気軽に参加できるボランティア活動に関する情報を発信する
など、女性が社会活動・地域活動に参加するきっかけ作りを行います。 

〇 都内に集積するＮＰＯ法人の活動内容や募集に関する情報を得やすいよ
う、発信方法を工夫し、活動への参加意欲がある女性と活動を結び付ける
取組を行います。 

〇 地域社会に貢献しようとする意欲の高い女性を支援する取組も併せて進
めます。 

〇 地域活動への参加が片方の性に偏るなど、役割を固定化することのない
よう、男女共に幅広い年齢層の参画を促進し、地域社会においても男女平
等参画を推進します。 

 

■  都の施策 

ア 地域における男女平等参画の促進 

〇 地域の女性活躍を推進する団体の取組や地域で活躍する女性のロールモ
デルを紹介するなどにより、女性が少ない分野における参画を促進すると
ともに地域活動における女性リーダーを増やしていきます。 

〇 男女平等参画の視点から、男女ともに幅広い年齢層に対して、ボランテ
ィア活動やＮＰＯ等への参加の働き掛けを行います。 

〇 仕事と生活の調和の意義や重要性を定着させるための取組を実施し、仕
事と生活の調和に理解ある社会への転換を図っていくことにより、地域活
動への参画を促進します。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

229 地域で活躍する
女 性 の活 動 を
紹介する動画

地域における女性の活躍を後押しするため、地域にお
ける様々な課題解決のために活躍している女性の事
例や、女性が参加しやすい地域活動を紹介します。

生活文化スポ
ーツ局

230 共助社会づくり
推進事業

ボランティア文化の定着に向けた様々な取組を実施
し、都民全体のボランティア気運を醸成します。

生活文化スポ
ーツ局

231
☆

「地域力」向上
に向けた取組

地域コミュニティを活性化するため、地域の課題解決に
取り組む町会・自治会を支援します。

生活文化スポ
ーツ局
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■  都民・事業者の取組 

ア 地域における男女平等参画の促進  

〇 ＮＰＯ・ボランティア活動などの地域活動へ男女ともに幅広い年代層に
対して参画を促進し、従来女性が少なかった分野にも新たに活躍の場を広
げることや、方針・意思決定を行う役職に登用することで、多様な価値観・
発想を取り入れます。 

〇 事業者は、過度な長時間労働の改善を含め、「働き方の見直し」の意義や
重要性を定着させるための取組を実施し、従業員が地域活動に参画できる
ように促します。 

番号 項目 概  要 団体名 

246 地域における女
性参画促進

ＪＡを母体とする「ＪＡ東京女性組織協議会」は、ＪＡ
運営への女性の参画を促進します。
（１）女性のＪＡ加入の促進
→目標 正組合員に占める女性の割合 30％以上
（２）女性の総代の選出
→目標 総代に占める女性の割合 15％以上
（３）女性役員の選出
→目標 女性理事等 15％以上

ＪＡ東京女
性組織協議
会 

247 地域における女
性参画促進

協会の会報等により女性の参画を啓発します。 書籍出版協
会 

248 地域における女
性参画促進

連合東京男女平等参画推進計画を受けて、組織トップの
男女平等参画宣言を実施します。また、女性役員登用の
好事例集などを作成するほか、男女役員・組合員を対象と
した「男女平等セミナー」を実施します。

連合東京

249 地域における女
性参画促進

労働組合における女性の参画を進めるため「男女平等参
画推進委員会」を中心に、更に取組を進めます。

連合東京

250 地域における女
性参画促進

男性がいまだに主要役員を占めている町内会、自治会へ
の女性の参加を促進します。

地域婦人団
体連盟

168 

■  取組の方向性 

〇 生活と仕事の調和に理解ある社会への転換を図っていくことにより、地
域活動への参画を促進します。 

〇 初心者でも気軽に参加できるボランティア活動に関する情報を発信する
など、女性が社会活動・地域活動に参加するきっかけ作りを行います。 

〇 都内に集積するＮＰＯ法人の活動内容や募集に関する情報を得やすいよ
う、発信方法を工夫し、活動への参加意欲がある女性と活動を結び付ける
取組を行います。 

〇 地域社会に貢献しようとする意欲の高い女性を支援する取組も併せて進
めます。 

〇 地域活動への参加が片方の性に偏るなど、役割を固定化することのない
よう、男女共に幅広い年齢層の参画を促進し、地域社会においても男女平
等参画を推進します。 

 

■  都の施策 

ア 地域における男女平等参画の促進 

〇 地域の女性活躍を推進する団体の取組や地域で活躍する女性のロールモ
デルを紹介するなどにより、女性が少ない分野における参画を促進すると
ともに地域活動における女性リーダーを増やしていきます。 

〇 男女平等参画の視点から、男女ともに幅広い年齢層に対して、ボランテ
ィア活動やＮＰＯ等への参加の働き掛けを行います。 

〇 仕事と生活の調和の意義や重要性を定着させるための取組を実施し、仕
事と生活の調和に理解ある社会への転換を図っていくことにより、地域活
動への参画を促進します。 

番号 事業名 事業概要 所管局 

229 地域で活躍する
女 性 の活 動 を
紹介する動画

地域における女性の活躍を後押しするため、地域にお
ける様々な課題解決のために活躍している女性の事
例や、女性が参加しやすい地域活動を紹介します。

生活文化スポ
ーツ局

230 共助社会づくり
推進事業

ボランティア文化の定着に向けた様々な取組を実施
し、都民全体のボランティア気運を醸成します。

生活文化スポ
ーツ局

231
☆

「地域力」向上
に向けた取組

地域コミュニティを活性化するため、地域の課題解決に
取り組む町会・自治会を支援します。

生活文化スポ
ーツ局
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番号 項目 概  要 団体名 

251 地域における女
性参画促進

（１）地域社会への貢献
行政、他団体とタイアップして女性の地域社会への参加を
促進します。
（２）女性の社会活動の実践
各クラブ単位での講演会や催し物を企画・開催するなど、
女性の社会活動を実践していきます。 
（３）提唱活動
内閣府男女共同参画推進連携会議や国際ソロプチミスト
アメリカ連盟会議に参加し、提唱活動を行います。

国際ソロプチミ
ストアメリカ日
本東リジョン

252 父親等のＰＴＡ
参加

父親のＰＴＡ参加の促進
保護者（ＰＴＡ）として、母親・父親の枠を取り払いま
す。
（１）父親にも気軽に参加できる幼稚園ＰＴＡの行事
を考えます。(再掲)
（２）父親対象の子育て講座等を通し、子育ては母親
だけがするものではないことを意識し、理解できる機会をつく
ります。(再掲)
（３）父親、母親、共に協力し子育ての喜びを分かち合
える対話の場を設けます。 (再掲)

公立幼稚園･
こども園ＰＴ
Ａ連絡協議
会

253 父親等のＰＴＡ
参加

（１）男女の固定的な役割意識や慣行を越え、等しくＰ
ＴＡ活動に参加するためのシステムづくりと意識啓発を行
います。
（２）地域社会への啓発に努め、相互理解を深めていき
ます｡
（３）女性の社会進出の増加に伴い、これまでどおりのＰ
ＴＡ活動が難しくなっていることから、研修会や情報交換
会を開催し、今の時代に合ったＰＴＡ活動の在り方や工
夫を考える機会を提供します。

小学校ＰＴ
Ａ協議会
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番号 項目 概  要 団体名 

254 父親等のＰＴＡ
参加

男女双方がＰＴＡ活動に参加しやすい環境の整備
（１）男性の参加が少ないという現実を踏まえ、活動内
容や時間等を男性も女性も関わりやすいものとするようにし
ていきます。
（２）男性や働く女性が参加しやすいＰＴＡ活動を考
え、実践するために学習会を行います。
（３）地域の小学校や中学校でＰＴＡ活動を経験した
人は、後々地域の一員として地域活動に参加することが多
く、ＰＴＡ活動は、地域の人材を育てる機会の一つとなっ
ていることから、保護者に積極的にＰＴＡ活動に参加して
もらうよう声掛けをするなど、各校のＰＴＡに働きかけていく
取組を検討します。

公立中学校
ＰＴＡ協議
会

255 父親等のＰＴＡ
参加

男女双方がＰＴＡ活動に参加しやすい環境の整備
体制・活動内容・活動時間などを学校ごとに見直し、男性
も女性も関わりやすい活動を検討します。特に男性の参加
が少ないという現実を踏まえて、その原因を追及していきま
す。

公立高等学
校ＰＴＡ連
合会

256 父親等のＰＴＡ
参加

男女双方がＰＴＡ活動に参加するとともに、お互いの活
動に積極的に理解・協力し合うなど、活動しやすい体制づ
くり
女性の参画に偏った慣習を改め、男性の参画を進めるよう
な工夫をします。

公立高等学
校定通ＰＴ
Ａ連合会

257 父親等のＰＴＡ
参加

保護者が、女性・男性を問わずＰＴＡ活動に参加しやす
い環境の整備
（１）ＰＴＡ役員等の参加について、男性の積極的な
参加をより一層促します。
（２）会議時間の設定等を工夫し、柔軟な活動体制を
検討します。
（３）活動内容等の意思決定について、女性・男性それ
ぞれの意見が互いに尊重されるよう工夫します。
（４）男性保護者の会による行事等の開催を各学校単
位で実施します。
（５）ボランティア等の専門家を招いた講演会を実施し、
各学校において社会参加への意識が高まるよう促す活動
を実施します。

特別支援学
校ＰＴＡ連
合会

258 地域活動への参
加

ブロック別地域団体研究協議会の開催方法を工夫し、男
女平等参画を一層進めます。

地域婦人団
体連盟

170 

番号 項目 概  要 団体名 

251 地域における女
性参画促進

（１）地域社会への貢献
行政、他団体とタイアップして女性の地域社会への参加を
促進します。
（２）女性の社会活動の実践
各クラブ単位での講演会や催し物を企画・開催するなど、
女性の社会活動を実践していきます。 
（３）提唱活動
内閣府男女共同参画推進連携会議や国際ソロプチミスト
アメリカ連盟会議に参加し、提唱活動を行います。

国際ソロプチミ
ストアメリカ日
本東リジョン

252 父親等のＰＴＡ
参加

父親のＰＴＡ参加の促進
保護者（ＰＴＡ）として、母親・父親の枠を取り払いま
す。
（１）父親にも気軽に参加できる幼稚園ＰＴＡの行事
を考えます。(再掲)
（２）父親対象の子育て講座等を通し、子育ては母親
だけがするものではないことを意識し、理解できる機会をつく
ります。(再掲)
（３）父親、母親、共に協力し子育ての喜びを分かち合
える対話の場を設けます。 (再掲)

公立幼稚園･
こども園ＰＴ
Ａ連絡協議
会

253 父親等のＰＴＡ
参加

（１）男女の固定的な役割意識や慣行を越え、等しくＰ
ＴＡ活動に参加するためのシステムづくりと意識啓発を行
います。
（２）地域社会への啓発に努め、相互理解を深めていき
ます｡
（３）女性の社会進出の増加に伴い、これまでどおりのＰ
ＴＡ活動が難しくなっていることから、研修会や情報交換
会を開催し、今の時代に合ったＰＴＡ活動の在り方や工
夫を考える機会を提供します。

小学校ＰＴ
Ａ協議会
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番号 項目 概  要 団体名 

259 地域での教育 多様なボランティア、ＮＰＯ等の市民活動への主体的な
参加の促進・支援を行います。 
（１）研修・講座を開催し、多様な人たちの参画による
市民社会を目指します。(再掲) 
①男女及びシニア、企業人等のボランティア、市民活動へ
の参加促進のための研修を行います。 
②ボランティア、市民活動の体験プログラムを企画し、介護
体験、育児体験など多様な参加促進の機会を提供しま
す。 
（２）ボランティア活動、市民活動への参加希望者を対
象に体験プログラムの提供を行い、今後の活動のきっかけを
提供します。 
（３）ボランティアグループ・ＮＰＯで活動したい人のため
のガイダンスを実施します。 
（４）ボランティア・市民活動団体が活動する場の提供を
行います。 

ボランティア・
市民活動セン
ター 

260 
☆ 

活動支援 相談や研修・講座等を通じて、ＮＰＯの組織や事業の立
ち上げ・展開を支援します。（再掲） 

ＮＰＯサポー
トセンター 

261 調査 男女平等参画に対する意識調査 
東京地婦連会員とその家族が、家庭・地域・職場での「男
女平等参画」の実態をどう捉えているかについて意識調査
をし、地域活動で取り組むべき課題について、検証します。 

地域婦人団
体連盟 
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